
- 1 - 

平成３０年第２回藍住町議会定例会会議録（第１日） 

平成３０年６月５日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂に招集された。 

１ 出席議員 

１番議員 喜田  修 ９番議員 小川 幸英 

２番議員 古川 義夫 １０番議員 林   茂 

３番議員 安藝 広志 １２番議員 平石 賢治 

４番議員 鳥海 典昭 １３番議員 森  志郎 

５番議員 矢部 幸一 １４番議員 佐野 慶一 

６番議員 徳元 敏行 １５番議員 永濵 茂樹 

７番議員 西岡 恵子 １６番議員 森   彪 

８番議員 西川 良夫   

２ 欠席議員 

１１番議員 奥村 晴明 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 大塚 浩三          局長補佐  山瀬 佳美 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 奥田 浩志 

副町長 加藤 弘道 

教育長 青木 秀明 

教育次長 森  伸二 

会計管理者 森 美津子 

総務課長 梯  達司 

  

福祉課長 髙田 俊男 

  

  

企画政策課長 斉藤 秀樹 

税務課長 藤本  伸 
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健康推進課長 佐野 正洋 

社会教育課長 近藤 孝公 

住民課長 賀治 達也 

生活環境課長 東條 芳重 

建設課長 高木 律生 

経済産業課長 近藤 政春 

上下水道課長 森  隆幸 

保健センター所長 高田 和子 

 ５ 議事日程  

 （１）議事日程（第１号） 

第１  会議録署名議員の指名 

第２  会期の決定 

第３  発議第１１号 藍住町総合文化ホール特別委員会委員の辞任 

第４  発議第１２号 藍住町総合文化ホール特別委員会委員の選任 

第５  報告第２号 平成２９年度藍住町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について 

第６  報告第３号 平成２９年度藍住町一般会計継続費繰越計算書の報

告について 

第７  報告第４号 藍住町土地開発公社の経営状況を説明する書類の提

出について 
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平成３０年藍住町議会第２回定例会会議録 

６月５日 

午前１０時４分開会 

○議長（森彪君） おはようございます。青々とした田園風景が見られ、入梅を迎

える季節となりました。 

本日は、平成３０年第２回藍住町議会定例会に、御出席をくださいまして、あり

がとうございます。 

 さて、クールビズ期間については、本会議においても節電に努めるとともに、藍

の文化を発信していくということで藍染めシャツ着用となっておりますので御了承

ください。 

ただいまから、平成３０年第２回藍住町議会定例会を開会します。 

 

○議長（森彪君） これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○議長（森彪君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。本会期の会

議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１番議員、喜田修君及び２

番議員、古川義夫君を指名します。 

 

○議長（森彪君） 日程第２、「会期の決定について」を議題にします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月１９日までの１５日間にしたい

と思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（森彪君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から６月１９日までの１５日間に決定しました。 
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●１０番議員（林茂君） 議長。 

○議長（森彪君） 林茂君。  

●１０番議員（林茂君） 奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議を提出い

たします。 

   〔林茂議員、動議を議長に提出する〕 

○議長（森彪君） ただいま、奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議が提

出をされましたので、小休いたしまして、議会運営委員会の開催をお願いいたしま

す。議会運営委員会で協議をお願いします。 

                          午前１０時１０分小休 

 

〔小休中に議会運営委員会を開催〕 

 

                           午前１０時４０分再開 

○議長（森彪君） 小休前に引き続き、会議を再開いたします。 

動議については、最終日に議決をするということで、議会運営委員会で決定しま

したので、報告をしておきます。 

日程第３、発議第１１号「藍住町総合文化ホール特別委員会委員の辞任」を議題

とします。 

本案は、私の一身上に関することであり、地方自治法１１７条の議長及び議員の

除斥に該当いたしますので、私は退席をさせていただきます。この件は、永濵副議

長にお願いをいたします。 

〔森彪議長退場〕 

○副議長（永濵茂樹君） ただいま、議長が退場されましたので、私が議長の職務

を行います。御協力よろしくお願いいたします。 

日程第３、発議第１１号「藍住町総合文化ホール特別委員会委員の辞任」を議題

とします。事務局長に議案を朗読させます。 

◎議会事務局長（大塚浩三君） （議案を朗読する） 

○副議長（永濵茂樹君）お諮りします。本件は、森彪君の申出のとおり、藍住町総

合文化ホール特別委員会委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○副議長（永濵茂樹君） 異議なしと認めます。 
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したがって、森彪君の藍住町総合文化ホール特別委員会委員の辞任を許可するこ

とに決定いたしました。 

森彪君の入場を許します。 

〔森彪議長入場〕 

〔永濵副議長、自席へ戻る〕 

 

○議長（森彪君） 日程第４、発議第１２号「藍住町総合文化ホール特別委員会委

員の選任」を行います。事務局長に議案を朗読させます。 

◎議会事務局長（大塚浩三君） （議案を朗読する） 

○議長（森彪君） お諮りします。藍住町総合文化ホール特別委員会委員の選任に

ついては、委員会条例第７条第４項の規定によって、奥村晴明君を指名したいと思

います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

〔森志郎議員、「林議員、異議ないんで、異議ないんで。」の声あり〕 

○議長（森彪君） 異議なしと認めます。 

したがって、藍住町総合文化ホール特別委員会委員の選任につきましては、奥村

晴明君を選任することに決定しました。 

〔森志郎議員、「おかしいでないか。異議、言うたらええんでないか。」の

声あり〕 

   

○議長（森彪君） 日程第５、報告第２号「平成２９年度藍住町一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告について」から、日程第７、報告第４号、「藍住町土地開発公社

の経営状況を説明する書類の提出について」を議題とします。 

本案について、報告を求めます。 

髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） おはようございます。梅雨に入り町内でも田植えが行われ、

緑の水田風景が広がるようになってまいりました。本日、平成３０年第２回定例会

を招集いたしましたところ、議員各位には、御出席を賜り厚くお礼を申し上げます。 

議長から、報告案件の説明を求められたところでありますが、説明に先立ち、行

政報告を申し上げ、一層の御理解を賜っておきたいと存じます。 
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最初に、（仮称）藍住町総合文化ホール・公共施設複合化事業につきまして、御

報告申し上げます。藍住町総合文化ホール新築工事は、予定どおり平成３１年３月

２９日の竣工に向けて進捗しております。また、現在、緑地広場及び駐車場整備に 

向けて、設計業務に着手しているところです。 

藍住町総合文化ホールは、文化芸術面から町の更なる発展を促す重要な施設とな

りますので、管理運営計画の策定にも力を注いでいるところです。引き続き御支援

を賜りますようお願い申し上げます。 

次に、勝瑞城館跡整備事業についてですが、昨年度末をもって第Ⅰ期整備が完了

しました。整備した広大な芝生広場については、地元の方々の憩いの場として毎日

多くの方が訪れており、また、先日は、あいずみスマイリーマルシェが開催される

など、有意義に活用がなされているところであります。引き続き、第Ⅱ期整備の工

事も進めてまいります。 

また、追加指定を受け、公有化が完了した勝瑞城跡南側の県道松茂吉野線沿いの

テナント跡地について、広場空間として整備し、ベンチや説明板の設置の計画を進

めているところであります。併せて、勝瑞城跡の樹木の剪定や濠の清掃を行い、景

観、環境の整備を進めてまいりたいと考えております。 

日本遺産については、今回全国各地から７６件の申請があり、１３件が認定され

ました。日本遺産認定を目指していた阿波藍のストーリーについては、残念ながら、

今回も認定から漏れることとなってしまいましたが、今後も引き続き、関係市町と

連携して、日本遺産認定を目指し、粘り強く、取組を続けていきたいと考えており

ます。 

次に、観光交流資源魅力化プロジェクトの取組について申し上げます。今年度、

３回目の開催となる、藍染めファッションショー「インディゴコレクション２０１

８」は、１０月２１日に開催予定であり、５月２２日から参加者の応募を開始して

おります。今回は、テーマを今までの「藍の魅力再発見！」から、「藍の魅力向上

！」としデザイナー部門の新設や、ゆめタウン徳島でのプチファッションショー、

本番での人気投票など、衣装のレベルアップや参加者のやる気を引き上げる企画を

考えております。 

昨年度から開催している、ハンドメイド作家を講師とした、藍の館でのワークシ

ョップを今年度も開催しております。町内外から年齢層を問わず幅広い方々が参加

され、中には藍の館に初めて来たという方もおり、来館するきっかけづくりになっ
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ております。 

町内での藍作の実現につきまして、５月３１日まで地域おこし協力隊の隊員を募

集しました。定員の３名以上の応募があり、今後、面接の上、委嘱することとして

おります。 

隊員には、葉藍の栽培から蒅に加工するまでの農業協力活動や、藍の館で藍染め

技術研修を行い、将来的には藍の館での蒅づくりの担い手に、また、藍に携わる作

家や事業者として自立できる人材を育成したいと考えております。 

次に、水道事業についてでありますが、平成２９年度は、老朽化が進行していた

第二浄水場自家発電設備の更新や、石綿管が残っている箇所の配水管布設替工事を

実施いたしましたが、これと並行して、安定的に事業を継続していくための中長期

的な計画として、経営戦略を策定いたしました。経営戦略の内容については、この

後、議会全員協議会で説明させていただく予定としておりますが、今後はこの経営

戦略に基づき、計画的に施設更新を実施し、健全な水道事業経営に努めてまいりた

いと考えております。 

次に、「健康ウオーキングポイント事業」について申し上げます。介護予防事業

として、急激な高齢化が進む中、ウオーキングを日常の習慣にして健康づくりと筋

力アップを図ることで、健康寿命を延ばし、生き生きと幸せな生活を送っていただ

くために、６５歳以上で要介護認定を受けていない高齢者の皆さんに対して、６月

からゆめタウン徳島と連携して「健康ウオーキングポイント事業」を開始しました。 

この事業は、ゆめタウン徳島店内で一定以上の歩数をウオーキングした場合にポ

イントを付与し、ポイントを貯めることで、ゆめタウン商品券と交換できるという

もので、天気や気温に関係なくウオーキングができ、楽しみながら健康づくりが継

続できる事業です。６月１日現在、２３８名の方の申込みがあり、その方たちがゆ

めタウン徳島内で健康ウオーキングを行っております。 

また、この事業において、８５名の方については、徳島文理大学と連携し、運動

習慣がいかに健康増進に寄与するかの効果についての判定及び分析を行います。 

さらに、今後は分析結果をもとに介護予防を充実し、給付費抑制につなげるとと

もに、健康づくり対策につながるような事業を進めてまいりたいと考えております。 

次に、南海トラフを震源とする地震が発生したとの想定により、６月３日に町民

一斉避難訓練を実施しました。住民の皆さんや関係者を合わせて、１，１３９名に

御参加いただき、避難所までの避難経路や危険箇所、また、所要時間の把握を確認
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しながら指定避難所へ向かっていただきました。避難所では、防災設備の説明を受

け、避難所に備蓄している簡易トイレの組立てや発電機の使い方を実際に体験して

いただきました。 

秋には、町民体育館での実施を予定しており、また、１１月には津波浸水想定区

域のある藍住東小学校で、保護者と児童による津波避難訓練も実施したいと考えて

おります。 

こうした訓練を重ねる中、多くの皆さんの参加を頂き、防災意識の高揚、防災啓

発に努めてまいります。 

また、災害情報伝達手段の多重化として、４月より住民向けの登録制メール配信

システム「藍メール」の運用を開始しております。 

防災行政無線の放送内容や避難所の開設状況、防災訓練の開催のお知らせ、防災

広報誌のデータなど、多様な防災情報をお届けすることが可能となりました。 

また、「藍メール」ではイベントや募集など、行政全般、その他関係情報を希望

者に配信できる機能を設けています。今後も、広報を重ね、登録者数の増加を図り

たいと考えております。 

次に、給食業務の民間委託について申し上げます。町施設の給食業務については、

これまでに保護者の皆様を始め、関係者の方々の御理解を頂きながら、藍寿苑、中学

校、保育所において民間委託を実施し、サービス水準を確保し、一定の行財政改革

の成果を得てまいりました。小学校及び幼稚園につきましても、平成３１年度から

民間委託を実施できるよう、諸準備を進めてまいりたいと考えております。 

議長並びに総務文教常任委員長におかれましては、審議会の御参画、御助言を賜

りまして、適切に対応してまいりますので、御理解、御協力をお願い申し上げます。 

以上、６月定例会の冒頭に当たり、行政の報告とさせていただきます。 

今議会では、報告案件のみとなっておりまして、「平成２９年度藍住町一般会計

繰越明許費繰越計算書の報告について」及び「平成２９年度藍住町一般会計継続費

繰越計算書の報告について」繰越額が確定しましたので報告をさせていただいてお

ります。また、「藍住町土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について」

も御報告をさせていただいております。後ほど、ごらんいただきまして、御理解を

賜りたいと存じます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

○議長（森彪君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 
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●１４番議員（佐野慶一君） 議長。 

○議長（森彪君） 佐野慶一君。  

●１４番議員（佐野慶一君） 先ほどの林議員の奥村議員に対する辞職勧告の件や

けど、先ほど、文化ホール特別委員の指名がありました。奥村議員のね。これ、さ

っきも議員の中から林議員どうなんというような、異議がなかったけど、この議会

に辞職勧告が出とるのに、こっちでは異議なしで可決しとるということで、これ、

ひょっとして、林議員、気持ちが変わって、最終日に取下げるっていうのではない

のかなと思うんやけど、ちょっと、確認してもらえますか。 

○議長（森彪君） 林茂君、どうですか。 

●１０番議員（林茂君） 取下げはしません。取下げません。 

〔森志郎議員、「おかしいでないか。」の声あり〕 

○議長（森彪君） 佐野慶一君。 

●１４番議員（佐野慶一君） 一貫性がないんやけども、これって。 

〔森志郎議員、「動議まで出したんだろ。あなた。」の声あり〕 

〔喜田議員、「辞めとらんのに仕方がないだろ。」の声あり〕 

〔小川議員、「それは仕方がないん違うん。辞めとったら、それは異議はあ

るだろうけど。」の声あり〕 

●１４番議員（佐野慶一君） いやいや、この議会に出ておるんですよ。先に出す

っていうのと違うのですよ。ここで指名して、この議会で諮って、一つの議会でお

かしくないんかなと。 

〔喜田議員、「辞めとらんかったら、通用するでないか。」の声あり〕 

○議長（森彪君） もうありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森彪君） 議案調査のため６月６日から６月１２日までの７日間、休会と

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（森彪君） 異議なしと認めます。 

したがって、６月６日から６月１２日までの７日間、休会とすることに決定しま

した。なお、次回本会議は、６月１３日午前１０時、本議場において再開いたしま

すので、御出席をお願いいたします。本日は、これをもって散会といたします。    

午前１０時５９分散会 
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平成３０年第２回藍住町議会定例会会議録（第２日） 

平成３０年６月１３日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 喜田  修 ９番議員 小川 幸英 

２番議員 古川 義夫 １０番議員 林   茂 

３番議員 安藝 広志 １１番議員 奥村 晴明 

４番議員 鳥海 典昭 １２番議員 平石 賢治 

５番議員 矢部 幸一 １３番議員 森  志郎 

６番議員 徳元 敏行 １４番議員 佐野 慶一 

７番議員 西岡 恵子 １５番議員 永濵 茂樹 

８番議員 西川 良夫 １６番議員 森   彪 

２ 欠席議員 

     なし 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 大塚 浩三          局長補佐  山瀬 佳美 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 奥田 浩志 

副町長 加藤 弘道 

教育長 青木 秀明 

教育次長 森  伸二 

会計管理者 森 美津子 

総務課長 梯  達司 

福祉課長 髙田 俊男 

企画政策課長 斉藤 秀樹 

税務課長 藤本  伸 
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健康推進課長 佐野 正洋 

社会教育課長 近藤 孝公 

住民課長 賀治 達也 

生活環境課長 東條 芳重 

建設課長 高木 律生 

経済産業課長 近藤 政春 

上下水道課長 森  隆幸 

保健センター所長 高田 和子 

５ 議事日程 

  議事日程（第２号） 

第１ 一般質問 

   ６番議員 徳元 敏行     

７番議員 西岡 恵子 

  

  

５番議員 矢部 幸一 

９番議員 小川 幸英 

８番議員 西川 良夫 

  

  

１０番議員 林   茂 
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平成３０年藍住町議会第２回定例会会議録 

６月１３日 

午前１０時開議 

○議長（森彪君） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○議長（森彪君） 日程第１、「一般質問」を行います。一般質問の通告がありま

したのは６名であり、これより既定の順序によりまして一般質問を許可いたします。 

また、あらかじめお願いをしておきます。質問時間は１時間となっております。

質問者は通告内容に基づき、質問の趣旨を明確にして質問してください。理事者は、

質問内容に的確に答弁をするようお願いいたします。 

今回の定例会から、質問方式を一問一答方式に変えております。議論が深まるこ

とを期待いたします。 

 

○議長（森彪君） それでは、まず初めに６番議員、徳元敏行君の一般質問を許可

いたします。 

徳元敏行君。 

〔６番 徳元敏行君登壇〕 

●６番議員（徳元敏行君） 議長の許可を頂きましたので、一般質問を行います。 

 今回から質問形式が変わりまして、１番目の質問者ということで、多少不手際も

あると思いますけど、その点は、よろしくお願いいたします。 

 まず、高齢者の交通弱者の通院、買物に対する支援策についてお伺いします。過

去２回ほど、質問させていただきました。回答においては、全く無回答という状態

でありました。 

 昨年、髙橋町長が就任されました。就任後の発言で、高齢者の交通対策を十分検

討しますという発言がありましたので、現在６か月程過ぎておりますけど、この交

通対策について、進捗度はどういうふうになっておりますか。検討会とか、研究会

は開催されたのでしょうか。お伺いします。 

○議長（森彪君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 徳元議員さんの高齢者の交通弱者に対する支援策の進捗



- 13 - 

状況について答弁させていただきます。 

  地域公共交通対策について、通勤・通学・買い物・通院などに公共交通機関は不

可決であります。生活路線である路線バスの維持のため、現在もバス事業者へ町か

ら追加補助を行っております。 

  高齢化の進展、また、高齢者の事故や運転免許証の返納といった中、移動手段が

制約される、あるいは、移動手段がないといったことから、高齢者を始め交通弱者

の移動手段の確保が課題となっています。 

  こうしたことから、藍住町第５次総合計画において、地域公共交通対策の充実の

施策項目で、「事業者と協力しながら通勤・通学・買い物・通院に不可欠な公共交

通の確保に努め、町内を循環するバスや、デマンド方式のバスなど、多様な公共交

通システムについて研究を進める」こととされております。 

一方、県におきましては、公共交通網の整備に向け、有識者からなる、ビジョン

策定委員会を策定し、次世代地域公共交通ビジョン等を策定する予定であるとのこ

とであり、市町村はそのビジョンに沿い、地域の実情に応じ、地域公共交通網形成

計画等について、連携して取り組むこととされております。この計画には、高齢者

の交通弱者に対する支援策も含まれておりますので、今後、計画策定に向け調査研

究を実施してまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 徳元敏行君。 

〔６番 徳元敏行君登壇〕 

●６番議員（徳元敏行君） 今の答弁を聞きますと、県の対策の要綱が出てから町

の対策の研究、検討に入るということでありますけど、いつ頃の県の発表で、町と

しては、いつ頃に、実施可能な目標というようなものはあるのですか。 

○議長（森彪君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 先ほどの再問についてですが、今まで県全体での交通計

画はありませんでした。 

県の次世代地域公共交通ビジョンの性格については、市町村が策定する地域公共

交通網形成計画の羅針盤となるもの、多様な主体が連携した持続可能な地域公共交

通ネットワークを構築できるよう地域公共交通の再構築の方向性を示すものとされ

ており、策定予定は、平成３１年夏頃と聞いておりますので、その時期と合わせて

調査研究に当たり早期に計画策定したいと考えております。 
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○議長（森彪君） 徳元敏行君。 

〔６番 徳元敏行君登壇〕 

●６番議員（徳元敏行君） 平成３１年に県の方針が固まる。その間も町として、

独自の調査、研究を行うという理解でよろしいですか。最終実施の目標が平成３２ 

年度という理解でよろしいでしょうか。 

○議長（森彪君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 平成３１年の春に県のほうから案が出てきますので、そ

れに基づきまして実施をしたいと思いますが、それ以前に、県と会議の開催がござ

いますので、随時協議を進めていきたいと考えております。最終年度につきまして

は、現在のところ未定でございます。御了承いただきたいと思います。 

○議長（森彪君） 徳元敏行君。 

〔６番 徳元敏行君登壇〕 

●６番議員（徳元敏行君） 一問一答方式なので、次の質問に移ります。 

 大災害発生時の自助・共助の重要性が注目されておりますが、非常時、地域の自

助・公助の担い手組織としては、自治会の自主防災会が有力な組織になると考えら

れております。現在、ある地区で自主防災会設立の要望があります。この地区は、

南北自治会合わせて１０戸ほど。年会費２，０００円徴収している自治会です。 

 どこの自治会もそうですけど、地域の活性化、住民のつながりが薄れてきており

ます。自主防災会設立の目的は、大災害時に自助・共助ができる体制を作る。組織

を作っても、人が集まらなければ、人とのきずなができなければ活動できません。 

 大災害が発生に至るまでに、住民の親睦とかきずなを深めていく、そして地域活

性化を図って、子供たちの見守りとか、安心・安全の住環境を作る。いろんな目的

を持って自主防災会を立ち上げたいという要望があります。 

 問題はいろいろありますけれども、一番の問題は経済問題です。ここの大きな問

題は、集会所が会議とか自主防災会の拠点になりますけれど、非常に荒れておりま

す。屋根が壊れて、雨漏りがひどい。天井が壊れておりますので、ブルーシートで

覆っている。床のほうにも傷みがきております。こういう状態のところで、自主防

災会を立ち上げたいというので、町の支援策というのはどういうものが考えられま

すか。お伺いいたします。 

○議長（森彪君） 梯総務課長。 
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〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 徳元議員さんの自治会による自主防災組織設立に対する

支援について御答弁させていただきます。 

  自主防災組織設立時の支援としては、結成促進交付金として３万円の定額補助を

行っております。こちらの用途は、結成までに掛かる事務費や会議費を想定してい

ます。また、防災用資器材を整備するに当たっては、最長３年間で初期整備の計画

を立てていただいた上で、７５％の補助を行っています。なお、この補助金の上限

額は世帯数により異なりますが、５０世帯を例にしますと上限は１００万円となり

ます。これらの補助金を活用して、自主防災組織の基礎となる組織体制と活動に必

要な資器材を整えていただいております。 

  会議場所、事務局として使用する集会所の修理等につきましては、あくまでも、

集会所等の施設ということで、従前どおりの地域集会所設置等補助金で対応してい

ただくこととなります。補助内容としては、集会所の新築、改造、修繕に対して掛

かる費用の２分の１を補助しております。補助金の上限額は、新築工事については

２００万円、改造工事については１００万円、修繕工事については５０万円となっ

ており、教育委員会が主管課となっております。 

○議長（森彪君） 徳元敏行君。 

〔６番 徳元敏行君登壇〕 

●６番議員（徳元敏行君） 助成について答弁いただきましたけれど、この助成に

ついての考え方ですが、総合計画の中にも随分うたわれております。項目の中にも

対策目標６番から１２番の間いろいろな項目で、自主防災会の活動について、また

がっております。この補助を考えるときに、集会所の補修、単品で考えるというと

ころで対応していきますと、とてもでないけれどできない。自主防災会、機運が盛

り上がっております。地元有志の数人の方が随分努力されて、この際できれば、や

りたいと、地域活性化もいろんな活動もやりたいと機運が高まっておりますが、今

の答弁ですと、助成金は経済的な問題で地元にそんなにたくさんの負担はできない

と。活動費もこれからかなり掛かりますので。単品で考える集会所の修繕だけで処

理するというような対応の仕方では、とてもでないけどできないと。これを総合的

な対策で考えていただくと、いろんな助成金が考えられると思います。まず、拠点

となる集会所の修理を行って、自主防災会を立ち上げて、いろんな地域活性化のた

めにやっていきたいというのが本当の狙いなのですが、総合的な援助の仕方は考え
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られませんか。お伺いします。 

○議長（森彪君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 先ほどの徳元議員さんの再問について御答弁させていた

だきます。 

会議場所、事務局として、あくまでも地域の集会所を使用されているものであり、

修繕については、集会所の修理と考えられますので、自主防災組織等に関する補助

の対象とはならないと考えております。会議等に使われる資機材については補助対

象となりますので御理解いただきたいと思います。 

○議長（森彪君） 徳元敏行君。 

〔６番 徳元敏行君登壇〕 

●６番議員（徳元敏行君） 理事者のほうからの答弁、非常に縦割り行政の一番の

弱点で、総合的に対応できない、これでは、実際のところ総合計画の中でも地域活

性化、自主防災組織の育成、うたっております。でも、現実は、設立できないとい

う回答にしか聞こえませんけれど、これで可とするのでしょうか。これが、総合計

画に載っているような行政の対応なのでしょうか。大いに疑問に思います。もう一

度、検討を頂きたい。総合的に各地区で自主防災会ができ、地域活性、非常時の自

助・公助ができるような体制づくりを支援していただきたいということで、私の質

問を終わりたいと思います。 

○議長（森彪君） 今の質問の中で、今の補助金の状況では難しいということでし

たが、これをもう一つ踏み込んで答弁をしていただきたいと思いますが、どうです

か。 

○議長（森彪君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 徳元議員さんの総合的に判断をして補助をしていただき

たいということでしたが、現在のところでは、集会所の補助となっております。今

後、地域活性化につながるような方策ができるようでしたら、検討していこうと思

います。それから、集会所の修繕以外に会議等の開催については、当初の設立の３

万円の補助で会議の会場の借り上げ等の対象となりますので、そちらのほうを御利

用いただけたらと思います。以上でございます。 
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○議長（森彪君） 次に、７番議員、西岡恵子君の一般質問を許可いたします。 

 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 議長の許可を頂きましたので、ただいまより通告書に

沿って一般質問を始めます。理事者には簡潔、明瞭、前向きな答弁を求めておきま

す。今議会より一問一等方式になり、不慣れな点、御協力よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、通告書の質問事項、教育、福祉、行政全般について行います。まず、

教育事項より、教育長就任について。本年４月１日より本町の教育行政の要、教育

長に御就任おめでとうございます。３月議会において任命の同意、承認をし、その

折に教育長からは「長年教育現場で仕事をしてきた経験を生かしながら、これまで

の教育行政の経緯や動向、課題を把握し取り組んでいく。」との御挨拶を頂きまし

た。改めまして就任約２か月を経過した今の御心境はいかがでしょうか。本町の教

育に対する目標、抱負について尋ねます。 

○議長（森彪君） 青木教育長。 

〔教育長 青木秀明君登壇〕 

◎教育長（青木秀明君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

基本的には、これまでの教育現場での経験の中で考えてまいりましたことに加え 

て、今現在の藍住町の学校教育、社会教育の状況と、これまでの教育行政の成果と

課題を整理することを通して施策を立案し、実践していくということでございます。 

  教育現場での実感として、ここ３０年ほどの間に学校教育を巡る環境は大きく変 

わり、困難さが増してきております。学校教育が支えられてきたコミュニティーの 

喪失、高度情報化とそれに伴う価値観の多様化などがその背景にあります。これは 

子供の実態にも影響し、少子化による実体験不足などの変化も起きています。  

藍住町は、これまでもこういう変化に対応しながら、様々な施策を行ってきてい 

ます。その経緯もまだ十分には整理できておりませんが、就任から２か月半のこの

時点で、重点的に進めてまいりたいと考えることを申し述べたいと思います。 

全体像を一言でまとめれば活力のある学校と人権文化に満ちたまちづくりという

ことであります。 

まず、学校教育については、次の４点について重点的に取り組みたいと考えます。 

第１に学校の安心・安全の確保。第２に学力向上。第３に校種間及び学校と地域と



- 18 - 

の連携。第４に重点目標の発信と共有。この４点であります。 

  第１の重点事項、学校の安心・安全ですが、どんな優れた教育活動も安全という 

基盤なくしては成立しません。つまり学校の安心・安全は常に最優先事項であると 

いうことです。安心・安全は二つの側面から捉えております。一つは、身体や生命 

の安全であります。具体的には、学校事故防止と学校防災が中心です。学校事故は 

しばしば報道されておりますが、「避けられる事故は避ける」を合い言葉に不断の 

努力を続けたいと思います。防災につきましては、町の危機管理室との連携を図り 

ながら進めてまいりたいと思います。これに加えて感染症対策とアレルギー対策に 

ついても、国や県、また医療機関等から発信される新しい情報も常に意識しながら 

対応の遅れがないようにしたいと思います。 

  安心・安全のもう一つの側面は精神的な安心であります。中心的な課題は、いじ 

め、不登校の対策です。いじめにつきましては、平成２６年９月に「藍住町いじめ 

防止基本方針」を策定しており、これに沿って対策を講じてまいります。不登校対 

応に関しましては、不登校児童・生徒対応連絡協議会を持ち、情報の共有と対応の 

継続を図っております。また、他町に見られない取組である不登校児の適応指導教 

室「キャロッ子学級」を設置し、活動しておりますが、この更なる充実を図りたい 

と思います。 

  第２の学力向上ですが、これは本町学校教育の長年の課題でもあります。国や県 

の学力テストの行われる小学校高学年及び中学校に注目が集まりがちですが、学力 

差の見えにくい小学校の低学年や中学年に学力格差が広がる根源があります。した 

がって、この段階の学習指導へのてこ入れを検討していきたいと考えます。さらに 

小学校での教育機器の活用と新学習指導要領にうたわれるアクティブラーニングの 

実践についても特に中学校において積極的な取組を奨励していきます。 

  もう一つの柱に読書振興を置きたいと思います。現代の子供たちにはパソコンや 

スマートフォンなど知識や情報を得る手段が豊富にあります。そのこと自体は価値 

があることでありますが、一方で読書には、また別の価値があります。読書は学力 

の基礎づくりには不可欠であると考えます。町立図書館とも連携して読書活動と図 

書館利用を活性化させたいと思います。 

第３は、校種間の連携と学校と地域の連携の強化です。特に、幼稚園と小学校、 

小学校と中学校の連携については、平成２４年度、平成２５年度に国と県の研究指

定を受けて取り組んでおり今も継続しておりますが、この連携にさらに検討を加え
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て、いわゆる小１プロブレムや中１ギャップと言われる上級学校へ進学する際の適

応の難しさを解消ないし軽減していきたいと考えます。学校と地域の連携について

もこれまで取り組んできておりますが、地域の教育力、すなわち地域の人材の活用

を図るためにもいわゆる開かれた学校という姿勢を続けてまいりたいと思います。 

第４に、学校の重点的努力事項の発信と共有です。それぞれの学校が自校の重点 

事項を明確にして、発信し、それを学校間で共有するということです。それぞれ一

定の重点事項に取り組んでいますが、他の学校の重点事項や努力目標から学ぶこと

もあり、連携も可能です。これらを共有しながら刺激し合って、常に自校の取組を

見直していくということであります。学校教育につきましては、以上の４点を重点

事項としたいと思います。 

  社会教育につきましては、次の３点に重点を置きたいと思います。 

第１に人権文化に満ちたまちづくり。第２に町の文化活動の活性化。第３に体育、 

スポーツの振興。この３点であります。 

  第１の人権文化に満ちたまちづくりについては、これまでも様々な取組を進めて 

まいりましたが、人権感覚が町の文化として根付くことを目指して、何より根気強 

く継続することを大切に考えたいと思います。 

  第２の文化活動の活性化ですが、藍住町総合文化ホールの完成に向けて粛々と段 

取りを進めると同時に、完成が近づいていることに鑑み、総合文化ホールを拠点と 

して様々な文化活動の活性化を図ることができる活用の仕方について検討していき 

たいと思います。 

  第３の体育、スポーツの振興ですが、本年度と来年度、藍住町が板野郡の体育協 

会の事務局として諸行事を進めていくことになっております。これを一つの契機と 

して町内の体育、スポーツの愛好者の拡大を図ってまいりたいと思います。 

  以上、現時点での重点事項を申しましたが、町の現状把握は、今後も常時行って 

いくべきことです。広くアンテナを張って優先的に取り組むべき課題を把握し、取 

り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 御答弁を頂きましたので、少し再問をさせていただき 

ます。 

この短時間で大きな目標を掲げ、活力ある学校に対しては、学校の安心・安全に
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ついて。また２番目に学力向上を目指す。３番目には学校間、学校と地域の連携を

保っていく。４番目には、学校の情報発信等お答えいただきました。 

また、社会教育にも人権文化等重点目標を上げて取り組んでいくとの御答弁があ

りました。具体的、前向きな御答弁を頂きました。 

さて、教育長が出されている教育長室だより、本日ここに持ってきておりますが、 

これを読ませていただきました。この中で乳幼児の遊ぶということについて遊びが

将来の学びの大切な芽となること、またその遊びは、自然の中で土や砂、草や木、

虫や動物と関わって遊ぶ時間が必要と、養老孟司さんの本、「バカの壁」より「人

が作ったものでないものを一定時間眺めるのが脳にとって良い」との言葉を引用さ

れ書かれています。私も同感、本町は、まだまだ自然が残っています。この自然を

生かした藍住町ならではの教育発信を期待いたします。また、この本の中で、「で

もしか先生」のくだりがあり、結構厳しく書かれています。本町には、いないかと

思われますが、このような先生に対しては、目線は子供たちにと指導、激励が必要

と考えますが、これらについてどうお考えでしょうか。お尋ねをします。    

○議長（森彪君） 青木教育長。 

〔教育長 青木秀明君登壇〕 

◎教育長（青木秀明君） ただいまの再問につきましてお答えいたします。 

教育長室だよりにつきましては、第１号で述べましたように、前任者の和田教育

長様がやっておられたような形、印刷して広く配布するという形はとらないという

ふうなことを書いております。行政としての内容につきましては、町の広報に提供

する。そこには、どちらかといえば個人的な意見を含めた意見のようなことを書い

ているということであります。 

御質問がありました「でもしか先生」という言葉そのものについては、特段の言 

及はありません。教育は人なり、と昔から言います。結局は、ＩＣＴの普及等があ

りますけれど、教育の根本は人にあるということで、議員の御指摘のとおりだと思

います。これについては、町の管理職連絡協議会等を通じまして、各校の校長、園

長を通して指導をしてまいりたいと思っております。今後とも御協力をよろしくお

願いいたします。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 御答弁を頂きました。 
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教育長だよりを大変楽しみにしておりますし、情報発信として大いに活用してい

ただけたらと思います。先ほども教育長がおっしゃっておりました子供たちを取り

巻く育ちの環境は、目まぐるしい社会情勢の中、少子化、核家族化、都市化、情報

化、国際化など急激な変化を受けています。人々の価値観や生活様式も多様化、人

間関係の希薄化、地域における地縁的なつながりも希薄化の傾向と指摘されていま

す。 

本町の状況においても同様の環境が考えられます。問題山積、大変と思われます

が、教育は未来への投資、青木教育長の教育行政への取組に期待いたします。 

次に、就学援助制度について質問いたします。この件については、平成２９年第

３回定例会においても一般質問をしています。前向きな答弁が得られず、大切と考

えますので再度質問いたします。前段でも申し上げましたが子供たちを取り巻く育

ちの環境は、急激な社会変化の中、経済的にもその影響を受けています。 

学校教育法において、就学援助制度では、「経済的理由によって、就学困難と認

められる学齢児童生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助をしなければならな

い。」と定められています。昨年は、まず平成２０年から昨年９月１日現在の対象

者数の推移、補助対象費目、対象者、支給金額、支給日、支給方法について答弁が

ありました。この時の資料により本町の就学援助率を計算したところ、全体の約１

４％から１６％で、全国平均と変わりなく、六、七人に１人となり貧困率の全国平

均と同様でした。現状について尋ねます。 

○議長（森彪君） 森教育次長。 

〔教育次長 森伸二君登壇〕 

◎教育次長（森伸二君） 就学援助制度の関係について御答弁させていただきます。 

  まず最初に、対象者数の推移についてですが、平成２０年度には要保護が３０名、 

準要保護が４３３名で合計が４６３名であったものが、年々増加を続け平成２３年 

度、平成２４年度には、要保護と準要保護を合わせて５０４名になりました。これ 

をピークに減少傾向になり、平成３０年度には、要保護が８名、準要保護が３９７ 

名で合計が４０５名となり、過去１０年間では最少になっています。 

次に、対象費目と支給額についてですが、学用品費が、小学生で年額１万１，４ 

２０円、中学生で年額２万２，３２０円になっています。新入学学用品費について

は、昨年度から国の要保護援助費補助金が引き上げられたため、小学生が２万４７

０円から４万６００円に、中学生が２万３，５５０円から４万７，４００円に引き
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上げられています。修学旅行費については、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及

び均一に負担するその他の経費について、修学旅行実施後に実績額を基に支給額を

決定しています。 

  また、給食費については実費額を、医療費については、う歯の治療いわゆる虫歯 

の治療についての自己負担額を支給することにしています。なお、これらを合わせ 

た就学援助費の支給については、各学期末に年３回実施しています。 

  次に、新入学学用品費の入学前支給の県内の状況についてですが、平成３１年度 

分から徳島市、鳴門市、小松島市、北島町などが中学生を対象に実施する予定であ 

ると聞いています。 

  なお、本町においても、平成３１年度分からの、中学生の新入学学用品費入学前 

支給の実施について、現在、検討をしています。以上、御答弁とさせていただきま 

す。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 御答弁を頂きましたので、再問をいたします。 

具体的に数値を並べていただきました。ありがとうございます。対象者の家庭に

おいては、まとまったお金の必要な新入学時の援助に対して、支給日の繰上げの声

があり、昨年再問において、本町の新入学の児童生徒への援助に対して、支給日の

繰上げについて質問しましたが「毎年４００件から５００件の申請があり、事務量

も多く時間が必要なため、前もっての支給は難しいと考えている。」との答弁でし

た。これに対し再々問で、就学援助費に対して町内の実情を早急に把握し、繰上げ

支給の方向での取組をと提言したところでございます。 

先月５月２日の徳島新聞によると、先ほど教育次長が言われたとおり本町におい

て現在２０１９年度（実質平成３１年度）から新入学児童生徒学用品費の入学前支

給を検討しているとのことですが、その進捗状況についてお尋ねいたします。 

○議長（森彪君） 森教育次長。 

〔教育次長 森伸二君登壇〕 

◎教育次長（森伸二君） 就学援助制度の再問についてお答えさせていただきたい 

と思います。 

新入学学用品費の入学前支給については、平成３１年度分から中学生を対象に実 

施したいと考えています。具体的には、支給対象者が５０名程度で、必要経費につ
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いては、約２５０万円を見込んでおり、予算措置については、１２月補正で対応し

たいと考えています。 

また、小学生については、中学生の入学前支給の実施状況等を精査の上、入学前

支給について検討したいと考えていますので、御理解いただきたいと思います。以

上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 具体的な御答弁を頂きました。 

現在中学生を対象に約５０名を対象に予算額２５０万円、１２月補正でというこ

とでございます。まずは中学校から、繰上げ支給の準備をする。保護者にとっては

朗報、経済的に大変助かると思います。続いて小学校新入学支給の繰上げについて

も、先ほど中学生の事情を検討しながら取り組むということでしたが、早急な取組

を申し上げておきます。以上で、就学援助制度についての質問を終わります。 

次に、福祉事項、子供の貧困対策についてお尋ねします。国において、生まれた

家庭環境によって子供の将来が左右されることのないよう子供の貧困対策に積極的

に取組、平成２５年６月には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が、平成２

６年８月２９日には、「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定されています。 

しかし、現状は平成２８年国民基礎調査では、子供の貧困率は、１３．９％、ひ

とり親世帯の貧困率は、５０．８％、７人に１人の子供が貧困状態にあると言われ

貧困の世代間連鎖が生まれ、結果社会的な損失が将来発生してしまうと言われてい

ます。本町の現状について尋ねます。 

○議長（森彪君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） 西岡議員さんの御質問に対して御答弁させていただき 

ます。 

国においては、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が平成２６年１月に施 

行され、同年８月に大綱が閣議決定されております。町といたしましても、平成２

７年３月に策定した「藍住町子ども・子育て支援事業計画」に、特に貧困の割合が

高いとされているひとり親世帯への支援を盛り込み、ひとり親家庭の相談体制の充

実、児童扶養手当や母子父子寡婦福祉資金等制度周知、母子家庭日常生活支援事業

などに取り組んでいるところです。 



- 24 - 

更には、子育て家庭への経済的支援として、中学校終了までの子供の医療費助成、 

乳児を養育されている世帯へのごみ袋の無償配布、多子世帯の保育料や幼稚園授業

料の軽減、経済的理由によって就学困難な児童生徒に対する就学援助などの支援を

行っております。特に子供の医療費助成につきましては、今年１０月から、高校生

終了までに拡大する予定となっております。こうした取組が、子供の貧困対策の一

助になるものと考えております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 御答弁を頂きました。本町の子育て支援として多くの

事業を実施していること、また、子どもはぐくみ医療費助成制度については、年度

途中の本年１０月からの実施に向けて準備中とのこと、早急な取組について評価い

たします。 

昨年に作成した「藍住町子ども・子育て支援事業計画」では、ひとり親世帯の支

援に力を入れているとのことでした。 

本町の子育て支援については、現在、「藍住町総合戦略」、「藍住町子ども・子

育て支援事業計画」、「第５次藍住町総合計画」等に従い実施されていると思いま

す。子供の育ちの環境は目まぐるしい社会情勢の中、多様化、複雑化してなかなか

見えてこないとも言われています。こんな中、鳴門市は、県下自治体に先駆け、母

子、父子自立支援員に寄せられた相談件数、児童扶養手当の支給についてや生活に

関する相談が多かったことから、その生活実態調査をし、詳細内容を発表していま

す。今後の子育て支援、子供の貧困対策に役立てるとの話をお聞きしました。 

前段での就学援助制度の質問の中で、本町も全国平均と同じような状態ではと申

し上げたところですが、さらに、より良い子育て支援、子供の貧困対策のために早

急に生活実態調査をし、貧困の連鎖を断ち切る計画の策定が重要と考えますがいか

がでしょうか。その取組について尋ねます。 

○議長（森彪君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） 西岡議員さんの再問に御答弁させていただきます。 

本町では、現在の「藍住町子ども・子育て支援事業計画」は、期間が平成３１年 

度までとなっており、次期計画策定に向け、まずは今年度、子育て世帯に対するア

ンケート調査を行い子育て環境の実態やニーズ、課題を丁寧に拾い上げることでど
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のような子育て支援や貧困対策が必要かを検討してまいりたいと考えております。

以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 御答弁を頂きました。再々問をいたします。 

先ほどの御答弁の中で現在、子ども・子育て支援事業計画に対してアンケート調

査を今年やり、それを作っていく計画があるとのことでした。生活実態調査につい

ては、地域子供の未来応援交付金があり、地方自治体を支援しています。子供の貧

困対策については、早急に取り組むべきだと考えます。 

また、全国組織で子どもの未来を応援する首長連合という会があり、多くの自治

体が加盟されているようです。鳴門市も加盟と聞いております。情報交換のために

是非、加盟を検討されますよう申し上げておきます。 

先ほどの子ども・子育て支援事業計画のアンケート調査とできましたら並行して

さらに陰に隠れた見えない貧困の実態について調査をすべきだと考えます。先ほど

も言いましたが、これは国の交付金が付いております。本町の財政を困らすことな

く実態調査ができるのではないかと思いますので、是非前向きな取組をお願い申し

上げます。いかがでしょうか。 

○議長（森彪君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） 西岡議員さんの再々問に御答弁させていただきます。 

 御質問の中にもありましたように、交付金事業といたしまして地域子供の未来応

援交付金ということで調査案件についても交付金事業があるのは存じ上げておると

ころですが現在、町といたしまして先ほども御答弁させていただきましたとおり今

年度実施いたします子育て世帯へのアンケート調査におきまして、貧困対策のため

の実態やニーズ、課題などをどの程度調査できるのか検討してまいりたいというふ

うに考えておりますので御理解よろしくお願いします。以上、御答弁とさせていた

だきます。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 最後に行政全般、防災についてお尋ねいたします。 

まず、藍メールの登録と活用について藍住町のホームページや広報あいずみ、そ
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の他、庁舎内各所に登録の案内があります。藍メールの登録と活用について、その

具体的な内容について尋ねます。 

続いて、西小学校の体育館の耐震化天井の落下防止のネットについて、お尋ねし

ます。この質問は、昨年の防災訓練後の一般質問で、質問をいたしましたが、この

時の答弁として安全対策は取れているとのことでした。今年も西小学校の防災訓練

の折、天井のボード、落下の危険性があると参加者から指摘を受けました。落下防

止のネットをしなくて本当に安全性は保たれているのか尋ねます。 

次に、福祉避難所について災害時に、一般避難所では避難生活が困難な高齢者や

障がい者、妊婦など災害時に援護が必要な人たち（要援護者）に配慮した市町村指

定の避難施設については現在、矢上の福祉ホームリズムが指定されていますが収容

人数は僅か３０人。収容人数拡大のために他の施設指定も必要と考えますが現状は

いかがでしょうか。 

○議長（森彪君） 斉藤企画政策課長。 

〔企画政策課長 斉藤秀樹君登壇〕 

◎企画政策課長（斉藤秀樹君） 西岡議員の御質問のうち、藍メールの登録と活用 

につきまして答弁をさせていただきます。 

  藍メールは、災害情報伝達手段の多重化を図るため、本年４月から運用を開始し 

ました住民向けの登録制メール配信システムです。藍メールでは、防災行政無線の 

放送内容を文字で配信しますので、聞き取れなかった情報を携帯電話やスマートフ 

ォンで確認できるほか、防災訓練開催のお知らせや防災広報紙のデータ、そして、 

災害発生時には、避難所の開設状況や台風時の道路冠水状況など多様な防災、災害 

情報を配信することとしております。 

また、システムを有効に活用するため平時には町のイベントや募集情報、健康情

報など行政全般、その他各種関係情報を配信しており、広報あいずみやホームペー

ジの情報発信力を効果的に補う重要な役割を担うものと考えております。 

  ただし、藍メールの情報を受信していただくには、利用される方の通信端末で登 

録操作手続きが必要となります。その周知のため広報紙等への掲載、チラシの掲示 

や窓口、各種会議での配布を始め、情報共有用にメールシステムを利用されている 

保育所、幼稚園、小学校、中学校の保護者の皆様に、また災害情報が必要な要配慮 

者利用施設関係者の方々に登録をお願いしております。携帯電話取扱店には、登録 

操作の補助やＰＲを依頼するなど多方面に登録を促進しておりますが、今後も登録 



- 27 - 

者数の増加に向けて取組を強化、継続してまいりたいと考えております。 

  このほか、先日行われた町民一斉避難訓練において藍メールに関心を寄せていた 

だけましたように多くの参加者が集うイベント等の機会を有効に活用し、藍メール 

の利便性を啓発するとともに、御意見をお聞きしながら、充実した内容となるよう 

改善を進めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 西岡議員さんの御質問のうち、西小学校の体育館の耐震

化について御答弁させていただきます。 

  昨年の一般質問でも御質問を頂いておりましたが、西小学校体育館は、他の小中

学校体育館と同様に平成２４年度に天井や照明などの、いわゆる非構造部材につい

て耐震対策調査を実施しております。調査の結果、天井や照明などに異常は確認さ

れておりません。当該体育館については、新耐震基準により建築されているほか、

地震の際に落下の虞のある吊天井は当初から設置されておらず、照明器具は構造部

材に直接取付けられており、他の学校体育館同様に一定の安全性は担保できている

ものと考えています。 

  また、天井の落下防止ネットについては、天井や照明などのいわゆる非構造部材

の早急な改修が困難な場合に応急的な処置として設置するものであり、非構造部材

の対策がなされている西小学校体育館において、天井の落下防止ネットを設置する

必要性は乏しいと判断しております。 

  続きまして、福祉避難所について御答弁させていただきます。大規模災害時に、

障がい者や高齢者などの要配慮者が安心して避難生活を送ることができる福祉避難

所の確保は、重要課題の一つであると考えております。議員さんから御指摘を頂き

ましたとおり福祉避難所の指定は、福祉ホームリズム１施設のみとなっております。 

 現在、収容人数の拡大に向けて、新たな福祉避難所の指定を検討しております。 

具体的には、現在建設中の総合文化ホールを供用開始後、知的、精神障がい者を対

象とした福祉避難所に指定する予定であり、当該ホールの想定収容人数は、約２３

０人となっております。 

  さらに、民間高齢者施設を高齢者を対象とした福祉避難所として指定するよう現

在、特別養護老人ホームなど３施設と協議中であり、この３施設の指定ができます

と、約１７０人の収容が可能になる予定です。今後も、民間事業者に協力のお願い



- 28 - 

をし、大規模災害に対応できるよう福祉避難所の指定を進めてまいりたいと考えて

いますので、御理解をいただけますようお願い申し上げます。 以上、御答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 御答弁を頂きました。藍メールの登録について、情報

交換のために大変必要だと考えております。災害伝達の多重化を目的としている、

また、災害時には情報が錯綜、そんな中で町よりきちんとした情報発信が必要では

ないかと考えております。情報発信のためにも最低１世帯１人の登録が必要と考え

ますが、登録件数の目標は、どれくらいと考えているか尋ねます。 

西小学校体育館天井についてでございますが、調査の結果は異常なし、との御答

弁でした。確かに照明やその他の器具についての問題は指摘されませんでしたが天

井のボードについて災害があった場合、あれが落下の恐れがあると指摘する参加者

がいましたので今一度、専門家の意見を聞いてみてください。お願いをしておきま

す。 

福祉避難所について御答弁いただきました。大規模災害の折に重要な役割をして

います。現在建設中の総合文化ホールを指定していく、これは町長からも以前お聞

きしたことがございます。その収容人数は２３０人。その他民間施設を高齢者用に

と１７０人収容の予定で現在協議を進めていると御答弁を頂きました。 

災害時、遠方までの移動が困難の方もおられると思います。この指定に対して各

小学校区に１か所は必要ではないかと思いますがいかがでしょうか。以上、答弁を

頂きまして再々問をいたします。 

○議長（森彪君） 斉藤企画政策課長。 

〔企画政策課長 斉藤秀樹君登壇〕 

◎企画政策課長（斉藤秀樹君） 西岡議員の再問のうち藍メールの登録者数目標に

つきまして答弁をさせていただきます。 

議員さんがおっしゃいますように全世帯で、最低一人、約一万四、五千人という

ところでしょうか。それが最終目標になろうかと思いますが現状を踏まえますと、

まだそこまでなかなか遠い目標であります。 

 最初の目標は、３，０００人を目標として進めております。段階的に目標を立て

て取組を強化してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い



- 29 - 

いたします。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 西岡議員さんの西小学校の耐震のことで、再問がござい

ましたので御答弁させていただきます。西小学校の体育館については、新耐震で設

計されており、耐震性については問題ないと思っております。ボードにつきまして

は、屋根材のみでボードは設置されておりませんので、非構造部材とはなっており

ませんので、御理解いただきたいと思います。 

福祉避難所の指定につきましてですが、小学校区ごとに１つ必要とのことですが、

福祉避難所に避難されるときにつきましては、まずお近くの避難所に一旦、避難を

していただいてから福祉避難所に移動していただくこととしておりますので、御理

解していただきたいと思います。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 西岡恵子君。 

〔７番 西岡恵子君登壇〕 

●７番議員（西岡恵子君） 御答弁を頂きました。再々問をさせていただきます。

藍メールについては、３，０００人を目標ということです。必要の高い藍メール 

につきましては、情報発信をし、１世帯１人を目標に、更に頑張っていただきたい 

と思います。 

 続きまして、天井の落下については、確認をしているとのことですので、私も疑

問に思った参加者に対してお答えをしておきます。 

福祉避難所についてでございますが、最悪の事態を想定しての防災訓練ですが、 

防災のまとめとして、この間の参加人数の少なさを心配いたします。防災への意識

向上のために今一度、参加者増の検討をすべきと申し上げまして以上で、私の一般

質問を終わります。 

 

○議長（森彪君） 次に、５番議員、矢部幸一君の一般質問を許可いたします。 

 矢部幸一君。 

〔５番 矢部幸一君登壇〕 

●５番議員（矢部幸一君） 議長の許可がありましたので、一般質問を行います。

町長の公約について質問いたします。公約の中で、人にやさしいまちづくり、高 

齢者活動拠点施設の整備、この公約について、どのように取り組んでいくのか伺い 
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ます。 

 現在、老人福祉センター藍翠苑の浴場が使用不可となり長年たち利用者から再開

の要望もあると思うが、この施設の中に整備を考えているのか伺います。 

 また、町内に公衆浴場が１か所もなく近隣の市や町には温泉施設が整備されてお

り、憩いの場として多くの方に利用されているが、人にやさしいまちづくりの一環

として整備する考えはないのか伺います。 

○議長（森彪君） 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） それでは、矢部議員の高齢者活動拠点施設の整備について

回答させていただきます。 

藍住町老人福祉センター藍翠苑については、老人福祉法の規定に基づき、高齢者

に対しての各種相談や健康の増進、高齢者福祉に寄与するため昭和５１年から運営

されております。議員の御指摘の入浴設備については、利用者の減少や機械の故障

のため平成２３年から利用を休止しております。現在、管理、運営については社会

福祉協議会に委託し、カラオケ、囲碁、将棋、生け花などの高齢者の方のクラブ活

動や健康器具の利用などで、月延べ１，５００人の方の利用があり高齢者の方の拠

点施設となっております。 

  これから本町においても高齢者人口は増加することが予想されております。高齢

者の皆さんの生きがいづくりや、健康づくりのためにも藍翠苑の改築は早急に取り

組まなければならない案件であると考えております。 

  また、高齢者活動拠点施設の整備は、私の公約の一つでもありましたので、財政

状況の悪化が予測される中ではありますが、基金等の積立ても視野に入れながらで

きるだけ早い時期に実現できるよう取組を進めたいと思います。 

  次に、公衆浴場等の整備についてでありますが、現在、行財政改革を推進してい

る中で、町が事業主体となっての施設整備は考えておりません。しかしながら、公

衆浴場等は地域住民の憩いの場として有益性の高い施設であると考えられますので、

民間の事業者が町内に出店したいとの申し出があった場合は、一定の条件のもと、

出店に対する支援を行いたいと思いますので、どうか御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（森彪君） 矢部幸一君。 

〔５番 矢部幸一君登壇〕 
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●５番議員（矢部幸一君） 町長には、あらゆる方面に声を掛けていただき実現で

きるようお願いしまして質問を終わります。 

 

○議長（森彪君） 次に、９番議員、小川幸英君の一般質問を許可いたします。 

 小川幸英君。 

〔９番 小川幸英君登壇〕 

●９番議員（小川幸英君） 議長の許可がありましたので、一般質問を行います。

理事者におかれましては、明確な答弁をお願いしておきます。 

最初に、ごみ対策について伺います。ごみ処理施設の設置を共同で協議してきた、

徳島市と周辺５市町、小松島市、勝浦町、石井町、松茂町、北島町が徳島市南部の

飯谷町の砕石場跡地に建設することが決まりましたが、この施設に藍住町は入って

いないが、本町のごみ焼却場の耐用年数と、今後の方針はどうなっているか伺って

おきます。 

次に、過去５年間のごみ収集の推移はどうなっているか。また、資源ごみの回収

で昨年度どれだけの収益があったのか。空き缶、空き瓶については、収益があると

思うが、町民の方は袋を買っているが、ペットボトルのように回収袋を設置するこ

とはできないか。 

次に、大型ごみの高齢者対策について、どのように支援しているのか。また、６

５歳未満の運転免許証のない方たちの対策はどうしているか。このような方に対し

ての内規はあるのか、あれば、議会に提示すべきと思うが、どうでしょうか。 

次に、資源ごみの再利用について、各学校で出る生ごみの量は、給食等で非常に

多いと思われるが、各学校に生ごみ処理機を導入し堆肥化をしてはどうか。また、

小学校で新聞、段ボール等を回収しているが、各自治会等に呼び掛け、収益で防災

用具購入に充てたらどうか。 

次に、ごみ集積場の対策について伺います。金網がさび、壊れかけのところや、

排水路の上に板を掛けてごみ箱を置いてある危険な所もあるが、見回りや点検はし

ているのか伺っておきます。また、過去５年間で新しくできた団地等の集積箇所は

何件あるか。そのような開発業者に対して、どのように指導しているのか伺ってお

きます。 

月１回燃えないごみ、廃プラスチック類を収集していない週があります。徳島市

や鳴門市では、毎週収集しているので、特に夏場には１週間とぶと、たまるという
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苦情もあります。町民の間では、毎週収集してほしいとの声が非常に多いが、収集

できないか伺います。答弁により再問いたします。 

○議長（森彪君） 東條生活環境課長。 

〔生活環境課長 東條芳重君登壇〕 

◎生活環境課長（東條芳重君） それでは、小川議員さん御質問のうち、ごみ対策

について御答弁をさせていただきます。 

最初に、本町の焼却場の耐用年数と今後の方針についての御質問でございますが、

本町のごみ処理については、現在、西クリーンステーションでごみの焼却処理を行

っております。まず、本町のごみ処理の現状を簡単に説明させていただきますと、

昨年度の実績では、ごみの総排出量は、年間約 1 万トンであり、そのうち約８割を

占める燃やせるごみを焼却処理するための施設で、昭和５７年に竣工し建設後３６

年が経過しております。御質問の焼却場の耐用年数につきましては、コンクリート

系の建築物の耐用年数は、基本的に５０年となっていることに加え、平成２２年度

には、耐震補強工事を実施していることから、建物に関しましては、５０年以上の

使用に耐えることができるものと考えております。 

焼却機械設備に関しましては、平成１３年度から１４年度に排ガス高度処理対策

工事、平成１９年度から平成２０年度に燃焼設備改修工事を実施し、施設の延命化

を図ってまいりました。機械設備の更新につきましては、今後も、約１５年から２

０年で更新する必要があります。そのため、平成３４年頃には、排ガス高度処理対

策の基幹整備を実施しなければなりません。また、燃焼設備についても、基幹整備

を実施する必要があるため、機械設備の改修について、年次計画を立て、今後も施

設の延命化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、過去５年間のごみ収集の推移についての御質問でございますが、家庭系燃

やせるごみの過去５年間のごみ収集量を見てみますと、平成２５年度が５，８５１

トン、平成２６年度が５，９９３トン、平成２７年度が６，００５トン、平成２８

年度が５，８０８トン、平成２９年度が５，８６９トンとなっております。 

一般廃棄物の収集量は、おおむね横ばいとなっておりますが、平成２９年度末の

人口は、平成２５年度末と比較しますと、人口が約８００人余り増えており、町民

の皆様の御協力により、ごみの分別に努めていただき、ごみの減量化が進んだもの

であると考えております。今後も、引き続きリサイクルやごみの減量化について御

協力いただけますよう、広報等で更に啓発に努めてまいりたいと考えております。 
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次に、資源ごみの収益についての御質問でございますが、昨年度の実績について

は、アルミ缶３１万９，８９０円、スチール缶６万４２５円、電化製品４万５，０

００円、金属製粗大ごみ８万３，９５０円、自転車１万４，７２５円、段ボール２

０６万４，３００円、新聞紙３６６万４，５００円、雑誌２０２万７，１００円、

紙パック３万１，０００円、古着３万１，５６０円、合計８３４万２，４５０円の

収益となっております。 

次に、空き缶、空き瓶についての御質問でございますが、昨年度の空き缶につい

ては、有価物としてアルミ缶が１キログラム３０円、スチール缶が１キログラム１

円で業者に買い取っていただいており、資源ごみの収益となっております。また、

空き瓶については、有価物としてではなく業者へ委託をし、処分費が必要となって

おります。 

 資源ごみの空き缶につきましては、収益を得ておりますが、本町のごみ処理につ

いては、ごみを適正に処理するため、毎年多額の経費が必要となっております。指

定ごみ袋の販売収益については、こうした経費の一部に充てているということ、ま

た、ごみ袋を色分けすることにより、ごみの分別化が進んだものと認識しておりま

すので、指定ごみ袋制で、御理解を頂きたいと思っております。 

次に、粗大ごみの高齢者対策について、また、６５歳未満の免許証のない方の対

策について並びに内規についての御質問でございますが、高齢者世帯については、西

クリーンステーションへの電話等による事前申込みにより受付を行っており、世帯

全員が高齢者であることの確認をし、町職員が自宅まで回収に伺うこととしており

ます。 

また、６５歳未満の免許証のない方につきましては、本町が、ごみ収集の許可を

している業者へ依頼をしていただき、回収をしていただくこととしております。こ

の場合には、運搬料金が別途必要となりますが、排出者に御理解を頂いているとこ

ろであります。 

なお、内規については、規定しておりませんが、現在このような形で粗大ごみの

取扱いを運用しておりますので、御理解を頂きたいと思っております。 

 続きまして、生ごみ処理機の小学校への導入はどうですかということと、資源ご

みの再利用について、今後自治会等への呼び掛けをしてはとの御質問であったと思

いますが、大型の生ごみ処理機、小学校への取組については、現在、西小学校の生

ごみ処理機については、現在、使用しておりません。その状況も再度確認しまして、
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また、今後も他市町の状況も参考にして、検討をしてまいりたいと思っております。 

資源ごみの再利用については、広報等による啓発やホームページの掲載と併せて、

駐在員の御協力も得ながら、リサイクルやごみの減量化について、御理解を頂き、

町内一斉清掃の時期に、ごみ減量化や分別について住民の皆様に、御協力を申し上

げ、ごみ処理費用の削減に努めてまいりたいと考えております。 

続きまして、ごみ集積場のごみ籠の対策についての御質問でございますが、ごみ

籠の修繕等については、地元の要望があれば現地確認をさせていただき、必要があ

れば修繕や更新を行っております。また、ごみ籠が、歩道等の支障が生じると思わ

れる場所については、職員の現地確認により、地元の御協力を頂き、支障の生じな

い場所への変更を指導しておりますので、御理解を頂きたいと思っております。  

なお、ごみ籠の設置数については、平成２５年度から約２２０基の設置をしてお

ります。また、町内の分別等が特に悪い集積所には、シルバー人材センターへ委託

し、現場での不法投棄の防止や分別指導等も実施しております。 

次に、新しくできる団地等は開発業者に対してどのような指導をしているのかに

ついての御質問でございますが、藍住町土地利用指導要綱に基づき、開発協議の申

請時に西クリーンステーションと協議を行っております。また、ごみ集積施設及び

ごみ集積所ガイドラインでは、団地の開発戸数に対しての規定があり、ごみ籠の設

置に関しては、西クリーンステーションが指導を行っております。 

次に、月１回燃えないごみを収集していない週があるが、毎週収集してほしいと

の御質問でございますが、現在、廃プラスチック、オレンジ色の袋については、水

曜日に収集をしており、月１回収集をしていない週があるとのことですが、南北両

地区のごみカレンダーを御確認していただければ分かりやすいのですが、町内を両

地区に分けて収集をしていることから、収集していない水曜日は、一方の地区で廃

プラスチック類とガラス・陶器類と瓶の３種類の収集をしており、その上、瓶の選

別も行っております。収集をしていない日がないことを御報告させていただきます。 

なお、毎週、廃プラスチック類の収集をすることになれば、ガラス・陶器類、瓶

の収集ができなくなってしまうこととなり、現在、廃プラスチック類の収集日を増

やすことはできない状況であると考えておりますので、御理解を頂きたいと思いま

す。以上で御答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 小川幸英君。 

〔９番 小川幸英君登壇〕 
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●９番議員（小川幸英君） 答弁により再問いたします。 

 ごみ焼却場の耐用年数と今後の方針について伺いました。耐用年数は約５０年ぐ

らいはいけるというようなことで、あと現状のままで、計算したら１６年間は大丈

夫というようなことと思いますが、１５年ぐらい前に鳴門市との公益ごみ処理施設

を計画して中止になった経過がありますが、今後、他町との広域化の予定はないか。 

 次に、過去５年間の収集の推移を伺ったが、燃やせるごみ平成２５年度が５，８

５１トンで、平成２９年度が５，８６９トン、廃プラスチック類が、平成２５年度

が１，０５４トン、また、平成２９年度が９２４トンとの報告を受けました。人口

が約８００人増えているのに、燃やせるごみは１８トン増、廃プラスチック類は１

３０トン減っております。町民の方は、非常に大変な御苦労で、スーパーとかにプ

ラスチック類を持って行ってくださっております。そういう御苦労に報いるために

も、先ほど、収集しない週について、できないかというような質問に対して、担当

課はできないという、カレンダーを見ていただいたら分かるように、毎日している

のでできないというような答弁がありました。これは、担当課の言い訳であるとし

か聞こえませんでした。町民の方が一生懸命ごみを減らすために努力をしているの

で、これは、毎週、要望に応えるためにもしていただきたいと思います。この収集

できない言い訳は聞きましたが、理由を再度、お伺いしておきます。 

 また、ごみの分別状況に対して、広報等、資源ごみの状況とかを周知しているの

か、再度、伺っておきます。 

また、平成２９年度の資源ごみの回収で、段ボール２６０．４トン、２０６万４，

３００円、新聞３６６．５トン、３６６万４，５００円、雑誌２０２．７トン、２０

２万７，１００円と、全体の８３４万２，４５０円のうち７７５万５，９００円と、

この３つが９０％となっております。これを先ほど、自治会に呼び掛けてほしいと

いうようなことでありましたが、なかなか難しいと思われますが、まずは、自主防

災組織のある自治会から先に呼び掛けてはどうかと思います。これで得た利益で、防

災用品が買えるのではないかと思います。 

 各学校で出る生ごみについて、生ごみ処理機を導入してはという質問に対して、

各市町村にも聞いてみるというような答えでありましたが、最近では、以前の答弁

では、非常に高額なので、費用対効果が薄れるということもありましたが、最近で

は、安い機械もたくさん出ております。特に最近、微生物の力で堆肥化するという

ような機械もありますし、その機械を小中学校に付けて、子供たちにもリサイクル
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についての勉強をしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。答弁により再々問

いたします。 

○議長（森彪君） 東條生活環境課長。 

〔生活環境課長 東條芳重君登壇〕 

◎生活環境課長（東條芳重君） 小川議員さんからの再問に御答弁をさせていただ

きます。 

 まず、今後の広域化について検討しないかとの御質問だったと思いますが、先ほ

ど答弁をさせていただきましたが、西クリーンステーションの延命化を図っており

ますので、現在、広域化については検討しておりません。 

続いて、廃プラスチックを毎週収集することは、との再度の御質問であったと思

いますが、先ほど、御答弁をさせていただいたとおりですが、小川議員さんの質問

の趣旨もよく分かりますし、住民の皆さんが、家庭にごみを長く置きたくないこと

も認識はしておりますが、現状の体制では、厳しいところがございます。人員や車

両が不足することや体制の大幅な見直しも必要となってまいります。しかしながら、

住民の皆様からの御要望でございますので、今後、検討をしてまいりたいと考えて

おります。 

続いて、分別の状況や減量化とか、収集量の推移についての住民への周知は、と

のことでございましたが、今後、広報等により周知をさせていただきたいと考えて

おります。 

また、自主防災組織への呼び掛けはというような御質問であったと思いますが、

自主防災組織は、災害が発生した場合に被害を最小限にするために、地域で組織さ

れたものであり、資源ごみの回収をするということに関しては、設置目的が違うと

考えておりますが、その利益で自主防災組織の活動費や備蓄品等の購入費に充てる

こもできますので、情報提供はいたしますが、そのことは組織の判断により決定を

していただきたいと考えております。 

続いて、大型ごみ、生ごみ処理機の取組についてということでございましたが、

今後、先ほどと同様の回答になるかもしれませんが、今後は他市町の状況も参考に

して、前向きに考えてまいりたいと思っております。以上で答弁とさせていただき

ます。 

○議長（森彪君） 小川幸英君。 

〔９番 小川幸英君登壇〕 
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●９番議員（小川幸英君） 答弁を頂きましたが、検討するというような、廃プラ

スチック類の毎週収集の答えを頂きましたので、早急に検討していただきたいと思

います。 

 次に、高齢者対策について伺います。本町の高齢者一人世帯数とその支援策はど

うなっているか。 

次に、認知症対策について伺います。現在６５歳以上の高齢者の約４人に１人が

認知症の人、また、予備軍と言われ、今後、更に増加することが見込まれる中で、

認知症の人が、認知症とともにより良く生きる環境整備を行っていくことが必要と

思われるが、本町においての取組について伺います。 

認知症の実情と平成２７年１１月末までの要支援・要介護認定者は１，３８０名

で、そのうち７５４名が認知症の判定を受けているとのことでしたが、現在の対象

者は何人いるか。また、その支援策はどうなっているか。 

認知症の早期発見、早期受診の取組はどうなっているか。平成３０年度、認知症

初期集中支援推進事業が実施されているが、具体的な取組はどうなっているか。 

次に、認知症カフェについて伺います。認知症の人や家族、地域住民が気楽に、

気軽に、集まって交流する認知症カフェは、平成１８年５月の報告として、徳島市

が１０件、阿南市が７件、鳴門市３件、小松島市２件、吉野川市２件、三好市４件、

藍住町２件、美馬市、勝浦町、石井町、牟岐町、美波町、北島町、つるぎ町、東み

よし町、阿波市が各１件となっているが、本町ではこの憩いの場を増やす対策はし

ているのか伺います。 

次に、認知症サポーターの現状と取組について伺います。徳島県では、認知症サ

ポーターが急増し、２０１６年で６万３，２１５人と増加率では３年連続で全国１

位とのことですが、本町においては、平成２７年１１月末では、認知症サポーター

１，３５２名とのことでしたが、本町の人口に合わせての養成目標は、２，０００

人との報告でしたが、現在、サポーターは何人いるか。また、増やすための取組は

どのようにしているか。 

小中学校での認知症への取組や、養成講座とどのように取り組んでいるか伺いま

す。答弁により再問します。 

○議長（森彪君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） 小川議員さん御質問の高齢者対策のうち、一人世帯数
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と支援策について御答弁させていただきます。 

高齢者の一人世帯数は、４月１日現在、６５歳以上の方で５０５世帯となってお

ります。その対応といたしまして、町内には民生委員さんが４９名おられ、それぞ

れの地域で、一人暮らしの高齢者が孤立しないよう見守り活動が行われております。

また、町の支援策につきましては、緊急時に迅速かつ適切な対応が図られる緊急通

報装置設置事業や、町内の徳島新聞の３つの専売所や生活協同組合とくしま生協、

また、日本郵便株式会社藍住郵便局と日常業務において高齢者の見守りを行う協定

を締結し、異常が認められた場合、町に連絡を取るなどの対策を行っております。 

今後、高齢化の進展に伴い、一人暮らしの高齢者も増加していくことが想定され

ますので、現在の取組の効果も検証しながら、健康づくりや生きがい対策も含め、

孤立化を防ぐ取組を推進してまいりたいと思います。以上、御答弁とさせていただ

きます。 

○議長（森彪君） 佐野健康推進課長。 

〔健康推進課長 佐野正洋君登壇〕 

◎健康推進課長（佐野正洋君） 小川議員さんの御質問の中で、認知症対策につい

て御答弁させていただきます。 

まず、現在、町内に対象者は何人いるかとの御質問でありますが、平成３０年３

月末での要支援・要介護認定者数は１，４００名で、そのうち９０４名が認知症の

判定を受けております。 

次に、どのような対策をしているかとの御質問でありますけれども、平成２９年

度の認知症を防ぐ予防事業の取組実績については、各地区の老人憩の家を会場とし

て実施しています、いきいきサロンは月１回開催で、延べ１，０１９名の参加、脳

の健康教室が２１回開催で、延べ４６３名の参加、脳力アップ健康教室が４０回開

催で、延べ５４３名の参加、元気になれる運動教室などが４０回開催で、延べ９５

７名の参加でありました。また、いきいき百歳体操を町内２か所で毎週１回開催い

たしまして、毎回１５名前後の参加がありました。 

さらに、平成２９年度から地域包括支援センターに、認知症地域支援推進員を配

置しまして、支援する相談業務を行うとともに、認知症初期集中支援チーム（サポ

ート医、医療系専門職、介護系専門職などで構成されている）を、社会福祉法人凌

雲福祉会に設置しまして、認知症地域支援推進員と連携しながら相談や介護サービ

スの検討など、きめ細やかな支援を行っています。今後におきましても、こうした
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認知症予防対策を積極的に進めてまいります。 

次に、認知症カフェについてですけれども、現在、町内２か所のグループホーム

に設置され、毎月１回程度開催しまして、当事者や家族が楽しめるとともに、地域

の人や専門の人たちと気軽に情報交換し、相談業務ができる場所として活用されて

います。 

今後の増やす対策につきましては、今のところ、グループホームに設置できるよ

う、資料提供をさせていただきたいと思います。 

認知症サポーターについてですけれども、厚生労働省では、現在１，０００万人

の認知症サポーターを、平成３２年度末までに１，２００万人に拡大することとし

ております。本町におきましても、認知症サポーター養成講座を実施しまして、平

成３０年５月現在、キャラバンメイトを８６名、認知症サポーター２，４１３名を

養成しております。今後とも、各地区協議会や地域での集まりの機会に養成講座を

開催するなど、更なるサポーターの拡大を図ってまいります。 

次に、小中学校での取組についてですが、平成２８年度から毎年小学校において

認知症サポーター養成講座を開催しており、具体的には、北小学校４年生、南小学

校５年生、東小学校５年生を対象に実施しているところであり、今年度も引き続き

開催してまいりたいと考えております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（森彪君） 小川幸英君。 

〔９番 小川幸英君登壇〕 

●９番議員（小川幸英君） 答弁を頂きましたので、再問いたします。 

 高齢者対策について、鳴門市は地域ごとに暮らしのサポートセンターを設置し、

高齢者の暮らしの仕組みづくりを始めた。目指すのは高齢者の居場所づくり、買物、

ごみ出しといった日常生活の細かな困り事も手助けするとのことですが、本町にお

いては、従来の介護予防事業のいきいきサロンに加え、いきいき百歳体操とかを催

し、啓発しているとの答弁がありましたが、今後、鳴門市のような高齢者の居場所

づくり、サポートセンターを始めてはどうか伺います。 

 小中学校の取組については、認知症についての正しい知識や対応の仕方を子供の

頃から身に付けることは、生きることを考えることや、誰にでも優しく親切にする

意義を学ぶ貴重な機会であると思います。小学４年生をサポーターとして育成して

いるとのことでありましたが、小中学生向けの教材もたくさんあると聞きました。

やはり、授業の中でも、今後、取り組んでいただきたいと、先ほど、教育長が学校
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と地域の連携の必要性と言われましたが、やはりこれは、子供たちにも認知症の知

識を得ることによって、おじいさんとかおばあさん、また、近所のお年寄りの方に

接することができると思いますが、この件について伺っておきます。 

○議長（森彪君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） ただいまの小川議員さんの再問につきまして、御答弁

させていただきます。 

高齢者の方の支援事業といたしまして、本町におきましては、高齢者生活支援事

業というのを行っておりまして、軽度の生活援助、外出時の散歩の付き添いである

とか、庭、生垣、庭木等の周りの手入れといった軽度の生活支援事業と、生きがい

デイサービス事業といったところの事業はさせていただいております。先ほどの御

質問の拠点づくりについてですけれども、本年度から、介護保険事業のほうで、生

活体制整備事業ということで、本町におきましても、社会福祉協議会に委託をして

整備を進めていくような運びとなっておるところでございます。御理解のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森彪君） 昼食のため、休憩をいたします。 

再開は午後１時といたします。 

午前１１時５８分小休 

午後１時再開 

○副議長（永濵茂樹君） 休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。 

議長が、体調不良により欠席されましたので、私が、議長の職務を行います。御

協力よろしくお願いいたします。 

 なお、議員、理事者に注意しておきます。発言は挙手をして、議長の許可を得て

から行ってください。 

 もう１点、藍住町議会会議規則にのっとり、「第５１条 会議において発言しよ

うとする者は、「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなけれ

ばならない。」と記載されております。よく守ってください。お願いいたします。 

それでは、９番議員、小川幸英君の再問に対する理事者の答弁からお願いします。 

○副議長（永濵茂樹君） 佐野健康推進課長。 

〔健康推進課長 佐野正洋君登壇〕 

◎健康推進課長（佐野正洋君） 小川議員さんの小中学校での認知症教室の今後の
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取組について、御質問がありましたので答弁させていただきます。 

 現在、三小学校で実施しておりますが、西小学校におきましては、実施できてお

りませんので、今後、先生方とも相談してまいりたいと考えております。中学校に

おきましては、授業カリキュラムの関係等から、まだ取組はできておりませんが、

認知症についての正しい知識や対応の仕方を学ぶことは、誰にでも優しく親切にす

ることの意義を学ぶ貴重な機会と認識しており、まずは、小学校において定着をさ

せ、状況を見ながら検討していきたいと考えております。以上、御答弁とさせてい

ただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 小川幸英君。 

〔９番 小川幸英君登壇〕 

●９番議員（小川幸英君） 次に、ふるさと納税について伺います。 

 各５年間のふるさと納税の実績の資料を頂きました。平成２５年度が８件で４万

３，０００円、平成２６年度１０件で５万円、平成２７年度が７件で９２万円、平

成２８年度が２２件で２５万円、平成２９年度４２件で１５６万５，０００円との

ことでした。一方、他の市町村への町民の方の寄附は、平成２５年度が２件で２１

万円、平成２６年度１５件で６６万２，０００円、平成２７年度７５件で４１８万

３，０００円、平成２８年度が１９３件で１，８７７万２，０００円、平成２９年

度が３６０件で３，３７０万５，０００円となっており、ふるさと納税は、町にと

っては大きなマイナスとなっております。東京とかで、今、大都会で問題となって

おりますが、税収が大分、田舎のほうへいくというようなことがありますが、藍住

町もそういう結果になっておりますが、今後、ふるさと納税を増やすことを考えて

いるか伺っておきます。 

６月９日の徳島新聞によると、県下のふるさと納税の実績として、一番多かった

のは鳴門市の２０１６年度が、１億５，５５９万１，５２２円から、２０１７年度

は３億１，８３５万８，６６８円と１０４．６％の増、佐那河内村では、２０１６

年度３，３９１万４，０００円から、２０１７年度９，０８８万９，８９６円と１

６８％増えております。この鳴門市では返礼品を１０１品目から２５６品目に増や

し、大きく増えたことが報道されておりましたが、このように大きく増やしている

市町村を参考にして取り組んでいったらどうか伺っておきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 近藤経済産業課長。 

〔経済産業課長 近藤政春君登壇〕 
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◎経済産業課長（近藤政春君） 小川議員さんの御質問のうち、ふるさと納税につ

いての御質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、現状と取組についてですが、先ほど議員さんもおっしゃいましたとおり、

平成２９年度の実績といたしまして、４２件の寄附があり寄附額は１５６万５，０

００円、平成２８年度の２５万円と比べると１３１万５，０００円の増となってお

ります。入金の利便性を高めるため昨年６月からクレジット決済を開始しており、

寄附件数４２件中３０件がクレジット決済を利用されております。このことから、

クレジット決済を導入したことで寄附額の増額につながったと判断できます。 

返礼品につきましては、１５種類であった返礼品を１３種類追加し、現在２８種

類とし、１２月に追加した手作りジェラートが好評で、リピーターも出てきており

ます。しかし、まだまだ本町の寄附額は低迷しております。寄附額が多い他市町村

は、返礼品の数が多いことや、インターネットで検索できる窓口の数が多いことが

関係しているように思います。本町におきましても、現在利用しているふるさと納

税ポータルサイト「ふるさとチョイス」に加え、今年度から新たにふるさと納税業

務を「さとふる」に委託する予定としており、先月、事業者に対して説明会を行っ

たところであります。窓口が増えることにより、インターネット利用者の関心を高

めることが期待でき、返礼品提供事業者を増やすことにより、返礼品も充実してい

くのではないかと考えております 

また、今年度から若手職員を中心とした「ふるさと納税推進プロジェクトチーム」

を設置し、柔軟な発想とその具体化により、ふるさと納税の拡大を図り、現在の状

況を打開していきたいと考えております。 

ふるさと納税は、税制を通じてふるさとへ貢献できる仕組みであり、寄せられた

寄附金が子育てや教育、地域産業の振興や地域福祉等に充当されるなど、地方創生

につながる大切な役割を担っております。今後、特産品を生かした返礼品を増やし

ていくとともにその趣旨に沿って適切に対応していきたいと思います。以上、答弁

とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 小川幸英君。 

〔９番 小川幸英君登壇〕 

●９番議員（小川幸英君） 先ほどの鳴門市の取組として、ナルトメイドカレンダ

ーを１，５００部作成、納税者等に送っているというようなことがありましたが、

これが（カレンダーを示す）、こういう地元の桃とかイチゴとか、このようなカレ
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ンダーを、職員が取材に回って返礼品を増やしております。先ほど、藍住町も若手

職員でチームを作ったということがありましたので、町の返礼品の充実のために、

特産品をもう少し増やしていただきたい。地元商店とかとの連携をどう考えている

のかお伺いしておきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 近藤経済産業課長。 

〔経済産業課長 近藤政春君登壇〕 

◎経済産業課長（近藤政春君） 小川議員さんの再問で、地元商店とどういうふう

に連携していくのか、ということでございますが、今現在のところは、商店につき

まして、職員で実際足を運んで回っている状態でございますので、これからにつき

ましては、プロジェクトチームの中で検討事項といたしまして、これからどのよう

に連携していくのか、などを検討して進めていきたいと考えておりますので、御理

解のほど、よろしくお願いいたします。  

○副議長（永濵茂樹君） 小川幸英君。 

〔９番 小川幸英君登壇〕 

●９番議員（小川幸英君） 最後になりますが、時間も余りありませんが、来年秋

に完成とのことでありますが、文化ホールについて質問いたします。 

このホールが完成すると、一人でも多くの町民が利用できるような、施設にして

いただきたいと思いますが、秋のオープンに対して、オープニングセレモニーは考

えているか伺っておきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 近藤社会教育課長。 

〔社会教育課長 近藤孝公君登壇〕 

◎社会教育課長（近藤孝公君） 小川議員さんの文化ホールについての御質問に答

弁をさせていただきます。 

開館記念行事につきましては、（仮称）藍住町文化ホール・公共施設複合化事業

基本構想の基本理念及びコンセプトにふさわしく、可能な限り多くの町民の方に御

来場いただけるよう、行事内容や周知方法等を検討しているところです。また、一

定の行事期間を設けて、複数回の記念行事を行う取組も検討しているところです。 

 まず、行事内容について、文化芸術は音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、演芸など、

多岐多様にわたっておりますので、町民の方の御意見等も参考にしながら、町民の

皆様に楽しんでいただける記念行事が実施できるよう検討しております。また、公

開番組などの招聘も検討しているところです。 
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 周知方法につきましては、町民の皆様に町総合文化ホールが開館することを知っ

ていただけるよう、町広報、ホームページはもとより、リーフレットやパンフレッ

ト等の活用を検討しております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 小川幸英君。 

〔９番 小川幸英君登壇〕 

●９番議員（小川幸英君） まだ１年余りありますので、十分な時間があると思い

ます。やはり、これは町民の皆さんの、あらゆる分野で活動されている方に入って

いただいて協議会を作って、今後、どうしていくか検討していただきたいと思いま

す。これで、私の一般質問を終わります。 

 

○副議長（永濵茂樹君） 次に、８番議員、西川良夫君の一般質問を許可いたしま

す。 

 西川良夫君。 

〔８番 西川良夫君登壇〕 

●８番議員（西川良夫君） 議長の許可により、一般質問を行います。 

初めに、中小企業支援についての質問であります。経済状況は、デフレーション

状態のままずっと低迷しておりますが、１月、３月期の速報値、政府が発表してお

ります数字によりますと、ＧＤＰはマイナスになったという、そういう内容であり

ます。したがって、ＧＤＰが下がるということは、所得も下がっているわけですか

ら、非常に経済状況は厳しいというままに続いておりますが、そういう中で、中小

企業の支援をしていこうということでございます。中小企業が新たに導入する設備

に掛かる固定資産税を、自治体の判断で、３年間最大ゼロにできる特例措置を盛り

込んだ生産性向上特別措置法が成立しました。同法は、中小企業の設備が老朽化し、

労働生産性が伸び悩んでいることを背景に、中小企業の積極的な設備投資を後押し

することで、生産性の飛躍的な向上を進めるのが目的であります。本町でも４月の

臨時議会で、税率変更の条例改正が可決されたところですが、適用されるための一

番目の条件として、その市町村が、市町村内の中小企業が、年率３％以上の労働生

産性の向上を見込む新規の設備投資をするときは、新規取得設備の固定資産税を３

年間ゼロにするということを盛り込む導入促進基本計画を作り、その計画への経済

産業大臣の同意を得ることであります。 

２番目の条件として、その市町村にある中小企業が、年率３％以上の労働生産性
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の向上を見込む先端設備等導入計画を作り、市町村の認定を受けることとしており

ます。この２つの条件を満たした場合に、ものづくり・サービス補助金及び持続化

補助金、サポイン補助金、サポイン補助金というのは、大学等と連携した研究開発

や試作品開発、販路開発を支援するものでありますが、それとＩＴ導入補助金と４

つの補助金が優先的に受けられるという制度であります。 

そこで質問ですが、固定資産税をゼロにした場合の、想定される企業数と固定資

産税の額とその影響をお尋ねします。固定資産税の額と影響については、なかなか

数値化できないと思いますが、分かる範囲で、ということであります。 

２番目に、ものづくり・サービス補助金は、申請の締切りが４月２７日、持続化

補助金は５月１８日で締め切られております。サポイン補助金、ＩＴ導入補助金そ

れぞれの補助金について、藍住町は、何社の中小企業者からの申請がありましたか。

この中小企業支援については、以前からずっと、いろいろとありましたけれども、

知らない人が比較的多いので、私もアンケート調査などを行いましたけれども、そ

ういう制度があることを知らないという人が、かなりおります。そういうことで、

町内の対象となる中小企業者に対して、どのように情報提供しましたか。その２点

をお尋ねしたいと思います。 

○副議長（永濵茂樹君） 近藤経済産業課長。 

〔経済産業課長 近藤政春君登壇〕 

◎経済産業課長（近藤政春君） 西川議員さんの御質問のうち、中小企業支援につ

いての御質問に答弁をさせていただきます。 

 中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあり、中小

企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足かせと

なっています。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業

環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業

者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るため、生産性向上特別措置法が施行され

ました。これにより、平成３２年度末までの３年間を集中投資期間と位置づけ、国

・市町村が一体となって設備投資の後押しを行うものであります。特例といたしま

して、要件を満たした事業者の設備投資に係る固定資産税はゼロとなります。 

商工会の全会員には、この内容を周知する予定としておりますが、町内で本特例

に該当すると思われる企業数は１０社程度の見込みです。なお、想定される固定資

産税額についてですが、償却資産税の算出には、企業が購入した資産の取得価格に
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その資産の耐用年数に応ずる減価率を乗じた金額の１．４％が税額となります。現

段階では、各企業がどのような資産をどれだけ購入するか定かではないため、概算

でもお示しすることが難しい状況ですので、何とぞ御理解のほど、よろしくお願い

いたします。 

また、本特例を適用した際の影響についてですが、先に申し上げましたとおり、

本特例の趣旨は、老朽化が進む設備を生産性の高い新しい設備へ買換える後押しを

するものです。町といたしましても、生産性向上が図られ、地域経済の活力が図ら

れるとともに、多くの税収が見込まれます。これに加え、特例により３年間減額さ

れた税額の７５％は、地方交付税措置の対象となる予定のため、町への負担はほと

んど影響がないものであると考えています。また、それぞれの補助金について、現

在のところ、持続化補助金、サポートインダストリー補助金、ＩＴ導入補助金につ

いての申請はありませんが、ものづくり・サービス補助金の申請は２社から出てお

ります。 

これらの補助金の周知については、藍住町商工会、商工会連合会を通じて各事業

者に行ったほか、中小企業庁ＨＰにも掲載をし、情報提供を行いました。以上、答

弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 西川良夫君。 

〔８番 西川良夫君登壇〕 

●８番議員（西川良夫君） 答弁を頂きましたが、該当する対象の企業が１０社と

いうのはかなり少ないと思うのですが、国の説明では、一部の飲食店を除いて全て

の企業が対象となっているので、これ、情報を提供したのが１０社なのか、対象が

もっともっと範囲が広いと思うのですが、これはどうなのでしょうか。 

それと、内容について、詳しくお聞きしたいのですが、支援の詳しい内容につい

て市町村の裁量によって異なるというのは、導入促進計画の条件がいろいろと自治

体によって異なるということなのですが、どういうふうにこの条件を判断するのか

ということをお尋ねします。 

 次に、経済状況はデフレーション状態がずっと続いているのですけれども、そう

いう状況の中において、業績が計画どおりにならない場合も想定されます。生産性

が３％に満たなかった場合はどうなるのか。 

次に、税の減免による固定資産税の減少分については、国が７５％を地方交付税

で補填するということになっておりますが、２５％、先ほどの答弁によりますと、
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町の負担はないという話でしたけれども、この２５％分は、町が負担するようにな

っていると思うのですが、この当たりはどうなのでしょうか。 

固定資産税ゼロの措置に取り組む自治体について、ものづくり補助金やＩＴ導入

補助金、小規模事業者持続化補助金などを優先的に受けられるようになることにつ

いて、今までの支援制度とはどういうふうに違ってくるのか、その当たりをお尋ね

したいと思います。  

生産性特措法にはこのほか、革新的な技術やサービスについて、既存の規制を緩

和するサンドボックス制度というのがあります。具体的に言えばどういう制度なの

かお尋ねします。 

同法と併せて成立した改正産業競争力強化法には、中小企業のＩＴ導入の加速化

のための支援体制強化を進めるというふうに書いておりますが、具体的にどういう

支援なのかお尋ねしたいと思います。 

○副議長（永濵茂樹君） 近藤経済産業課長。 

〔経済産業課長 近藤政春君登壇〕 

◎経済産業課長（近藤政春君） 西川議員さんの再問に答弁をさせていただきます。 

 まず、該当する企業が１０社程度、これが少ないというようなことでございますが、

これにつきましては、商工会を通じてちょっと聞いてみたところ、１０社程度とい

うことでございましたので、また、その当たりにつきましては、詳しく調べてみた

いと思いますので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、導入促進法計画の条件などが町独自の判断でするということかとい

うことでございますが、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画は、現在

作成中でありますが、設備の種類、対象業種、事業などについて、町独自の判断で

行えるので、幅広い事業者に対応できるようにしたいと作成をしております。 

 続きまして、目的の生産性３％に満たなかった場合はどうなるのかということで

ございますが、これにつきましては、事業者が作成する、先端設備等導入計画の期

間は３年から５年を計画期間としており、期間終了時に年平均３％以上向上するこ

とを求めているものになります。未達成の場合、計画の取消し、罰則等はありませ

んが、達成できなかったことの理由などについて、しっかりと検討していただくと

いうことになります。 

 続きまして、税の減税による固定資産税の減少分について、最大７５％、国が地

方交付税で補填することになっているが、２５％は町で負担するのかということで
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ございますが、これにつきましては、確かに、３年間固定資産税に対する特例が適

用されることにより、表面上は町への負担が掛かるように見えます。しかしながら、

本特例による固定資産税の減額及び各種補助金が優先採択されることにより、企業が 

新しい設備の導入を決断するという事案も考えられます。この場合、本来であれば

企業に購入予定のなかった償却資産に対して、４年後からは通常どおりの課税がで

きることから、最終的には、町の税収アップにつながるものと考えております。 

 続きまして、固定資産税ゼロの措置に取り組む自治体は、ものづくり補助金など

を優先的に受けられるようになることについて、今までの支援制度より有利になる

のかということでございますが、これにつきましては、固定資産税ゼロの措置に取

り組む自治体は、補助金の補助率が２分の１から３分の２にかさ上げされるため、

有利になるということとなっております。 

続きまして、生産性向上特別措置法には、サンドボックス制度というのがあるが、

これはどういう制度なのかということでございますが、これにつきしては、各省庁

で法律規制があり、その法律規制を解除するためには、各省庁へ一つずつ申請して

いく必要があります。例えば、ドローン飛行や自動運転なども規制はありますが、

安全な場所であり、実証実験をする必要がある場合など、内閣官房が受付、各省庁

に対して照会を掛けることで、まとめてクリアができるという制度でございます。 

 この法律と併せて成立した産業競争力強化法には、中小企業のＩＴ導入の加速化

のための支援体制強化について、具体的な支援強化ということでございますが、これ

につきましては、対象事業者は中小企業に限らず、大企業も対象であり、最低５，

０００万円の投資が必要となります。ソフトウェア、器具備品、機械装置が対象で

あり、生産性向上を高めることを目的とし、事業所が投資計画を立ててデータ連係

利活用をすることが要件であります。支援内容は税制措置であり、法人税などの税

額控除が受けられるということとなっております。以上、答弁とさせていただきま

す。 

○副議長（永濵茂樹君） 西川良夫君。 

〔８番 西川良夫君登壇〕 

●８番議員（西川良夫君） 答弁を頂きました。少し曖昧な点もありますけど、こ

れからいろいろと企業の計画の申請とか、それから条例の制定とかといったことが、 

○副議長（永濵茂樹君） 西川良夫君。ちょっと質問の途中やけど、一生懸命勉強

して質問をしているのに、もう少し大きな声で言うか、マイクを近づけて、ゆっく
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り話をしてください。皆さんに周知できるように。一生懸命勉強しておるんやから。

お願いします。 

●８番議員（西川良夫君） 分かりました。答弁を頂きましたが、少し曖昧な点も

ありますけれども、また、詳しく聞かせてもらいたいと思います。こちらのほうも、

ちょっと質問が分かりにくかったと思いますけれども、これからのスケジュールで

すけれども、企業の計画の申請とか、それから、法の施行のための条例の制定とか、

いろいろスケジュールがあると思いますが、どういうふうになっていくのか、その点

をお伺いしたいと思います。 

○副議長（永濵茂樹君） 近藤経済産業課長。 

〔経済産業課長 近藤政春君登壇〕 

◎経済産業課長（近藤政春君） 西川議員さんの再々問の、これからのスケジュー

ルについてということでございますが、現在、生産性向上特別措置法に基づく導入

促進計画を作成しております。完成後、国と協議を行います。これが約３０日ぐら

い掛かるのではないかと思います。国の同意を得た後、商工会と連携し、制度の周

知を図ります。その後、町内中小企業者が先端設備等導入計画を作成しまして、町

へ申請するので、町が審査を行い認定するという運びになっております。よろしく

お願いいたします。 

○副議長（永濵茂樹君） 西川良夫君。 

〔８番 西川良夫君登壇〕 

●８番議員（西川良夫君） 次に、高齢者対策についての質問であります。高齢化

の進行は、生産年齢人口の減少に伴い人手不足が深刻な状況となっており、この人

手不足は、最低２０年は続くと言われております。それを補うため意欲のある高齢

者は貴重な労働力として活躍する時代でもありますが、しかし、年齢を重ねるとと

もに身体能力の低下で、病気や介護状態になることも免れることはできません。 

高齢者対策は、高齢になっても安心して日常生活が送れる環境を構築する政策で

あります。徳島県は、全国に先駆けた地域包括ケアシステムの構築を、２０２０年

をめどに進めていく方針を示し、高齢者が生き生きと暮らし、笑顔あふれる長寿社

会の実現を目標としております。 

その高齢者の生活をサポートする地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジ

メント業務、高齢者等の悩み事相談など、総合相談支援業務、権利擁護など包括的、

継続的に支援業務を通じて、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進など福祉政
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策の要として活動しております。高齢化に伴って今後ますます業務の拡大が予想さ

れますが、県が計画している地域包括ケアシステムの構築は、今までとはどのよう

に変わるのか。また、これまで以上に負担が増えると、今の体制で対応できるのか

どうか不安になりますが、全国的にも、今までの、今現在の体制で対応できるかと

いうことをお尋ねしたいと思います。 

また、県が計画している、地域包括ケアシステムの構築、藍住町でも段々と高齢

化が進んでおりますが、世帯や単独世帯の増加が進んでおります。一方で平均寿命

が長くなり元気な高齢者が、支えられる側から支える側に回り、地域で活躍する高

齢者に期待が寄せられています。 

県が掲げる、徳島版ＣＣＲＣ構想については、消費拡大や若者の人口流出に歯止

めが掛かるとして期待が寄せられております。県下各地でも進められており、藍住

町の方向性を伺いたいと思います。 

次に、孤独死の問題でありますが、高齢者に限らず、全国で毎年３万人余り、３

万人と書いておりますが、５万人から６万人と言われております。右肩上がりに上

昇しているとの調査結果から、その対策が課題となっているところであります。藍

住町でも、誰も知らない間に亡くなっていたということが度々発生しておりますが、

午前中の高齢者の見守りについては、答弁によりますと、緊急通報装置、また、協

力事業所との提携により実施をしているという話でありますが、このように、緊急

通報装置のような、次々と新しく進化していくハイテク機器を使っての安否確認も

効果が期待できます。それと併せて、例えば、社会福祉協議会が主体となる老人ク

ラブやボランティア団体、また、自治会、自治会では自治会に加入している加入者

同士の安否確認など、自然に行われておりますけれども、そういった形で、地域見

守り隊というのを設置して、生活に支障や負担のない程度で無理に進めるのではな

く、緩やかにつながる程度の日常の挨拶や電話など遠巻きに、見守りを行うことが

地域の安全や防犯にも効果があると好評であります。できる範囲でこういうことを

始めてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。例えば、新聞が数日分たまって

いるとか、数日間雨戸が閉まったままである、あるいは、最近元気がない、また、

ここ数日姿を見掛けないとか、また、会話がかみ合わなくなってきた、また、季節

に合わない服装をしているとか、そういった状況は本人と関わることにより、少し

の異変も把握し、情報を共有することにより適切な対応ができます。また、高齢者

も離れた家族も安心して生活ができるのではないかと思いますが、当然これは、本
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人の同意の上での話ですけれども、そういったことも考えられると思いますが、い

かがでしょうか。 

次に、高齢者の移動手段の確保についても、午前中、総務課長から答弁がありま

した。県の、平成３１年から、春から、県の方針に従って進めていくという話なの

ですけれども、県の方針や指針というのは決まっても、例えば、地域によっていろ

いろと違いがありますので、過疎地であるとか、また、都市部であるとか、そうい

った個々の地域において、例えば、藍住町ではバスの便を増やして、できるだけい

ろいろな所を回って確保する、というような話にはならないと思うのです。指針や

方針が決まっても、結局は、個々においては、それぞれの地域で考えていく必要が

あると、今現実に、そういう高齢者が増えてきて、免許を返納したとか、行きたい

所もなかなか行けないと、現実にバスを利用しても、便数が少ないし、時間帯もな

かなか合わないと、こういった高齢者が増えてきているのです。現実に。これは、

町全体として、そういう高齢者がたくさん増えております。何とかしてもらいたい

という話は、これ以前からあったのですけれども、そういうことを解決しようと思

えば、バスの便を増やすと言っても、これは、バスの採算性が取れなければいけな

いわけですから、それも、もちろん、最大に活用して、そして、地域にある公共サ

ービス、いわゆるタクシー会社か何かを、しっかりと活用できるような、負担を軽

減して活用できるような、そういう方法を町独自で考えていかなければ、来年の平

成３１年を待って、方針を待ったとしても、結局は、町で考えていくようになるわ

けですから、そういうことを積極的に早めに進めていく必要があると思うのです。

先ほどの答弁によりますと、町としては、それは全く考えていないというふうに、

私は受け止めましたが、町としては、どうするのだということをまず、考えていく

ことは急務だと思いますので、その当たりはどういうふうに考えておられますか。

以上、答弁により再問いたします。 

○副議長（永濵茂樹君） 佐野健康推進課長。 

〔健康推進課長 佐野正洋君登壇〕 

◎健康推進課長（佐野正洋君） 西川議員さんの御質問の中で、高齢者対策につい

てのうち、地域包括支援センター関係について御答弁させていただきます。 

地域包括ケアシステムは、平成２７年に改正された介護保険法に位置づけられて

いるとともに、徳島県のとくしま高齢者いきいきプランにも盛り込まれており、「地

域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ
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自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まい及び自

立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」と定義付けられているところで

あります。この地域包括ケアシステムは、全県一律の画一的なシステムではなく、

その地域の人口規模や生活文化などの地域の特性を生かして構築されるものとされ

ております。 

このため藍住町においては、具体的な取組として、平成２８年度から在宅医療・

介護連携の推進、平成２９年度から認知症施策の推進に取り組んでおり、加えて、

平成３０年度からは地域ケア会議の推進と生活支援・介護予防サービスの基盤整備

に係る事業に取り組むこととしております。 

こうした事業は、地域包括支援センターが中心となって進めていくものでありま

すが、当然、地域包括支援センターだけでできることではありませんので、板野郡

医師会や社会福祉法人、町社会福祉協議会などと十分連携しながら、地域を挙げて

推進していきたいと考えております。地域包括ケアシステムは、団塊の世代が７５

歳となる２０２５年をめどに、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることが

できるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保されることを

目指しております。 

今後、藍住町においても高齢者人口の増加に伴い、医療や介護の需要増加が見込

まれているところでもあり、着手している地域包括ケアシステムに係る高齢者対策

事業の進捗状況や効果、課題などを今後検証し、中心的役割を担う地域包括支援セ

ンターの体制がどうあるべきかを検討してまいります。以上、御答弁とさせていた

だきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） それでは、私のほうから、高齢者対策のうち、ＣＣＲ

Ｃ構想と高齢者の見守り対策につきまして、御答弁させていただきます。 

ＣＣＲＣ構想は、もともと国の基本コンセプトでは、首都圏から高齢者が元気な

うちに地方に移住し、積極的に就労や社会活動に参画することにより、地方の活性

化に資するとともに、首都圏における介護事業所や介護人材の大幅な不足に対応す

ることを目的としております。その後、首都圏からという部分が緩和され、中高年

齢者の希望に応じた住替えとされ、更には、地域包括ケアシステムとの連携が盛り

込まれております。 
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ＣＣＲＣ構想は、移住人口が増加することや、医療・介護サービスの活用が増え、

地方での雇用の維持が図られるというメリットがある一方、実際に高齢者の移住ニ

ーズがあるのかという点や、地方での受け皿や交通手段、社会保障費増額の懸念と

いった課題も挙げられております。 

県内では、三好市や美馬市において取組が進められていると聞いておりますが、

本町におきましては、過去３０年間で人口は約１．５倍、そのうち高齢者人口は２

倍になっているところであります。まずは町内にお住まいの高齢者の健康づくりや

生きがい対策、安心して暮らせるまちづくりに注力していきたいと考えております。    

もちろん、地方創生の一環として、多様な人材が移住し交流することは、大変重

要であると認識しております。ＣＣＲＣ構想につきましても、国や県、他自治体の

動向を注視しながら研究してまいりたいと考えております 

次に、高齢者世帯の見守り支援について御答弁させていただきます。現在、町内

の高齢者の見守り支援につきましては、地区協議会において年末に年１回の訪問活

動や、町内各地の２２の福寿会において、毎月会員宅ではございますが、見守り支援

が行われていると聞いております。 

独居世帯への訪問につきましては、個人情報などの問題もあり、なかなか、町か

らの情報提供は難しいところではございますが、現在、実施しております、福寿会

の活動を活用した社会福祉協議会と協議をしながら、地域見守り隊の実施に向けて

研究してまいりたいと思います。また、先ほど小川議員さんの御質問にお答えしま

したが、民生委員による訪問活動、新聞販売店や郵便局との協定による見守り、更

には、ただいまの見守り活動に加え、緊急通報装置の設置支援など、総合的な取組

により、高齢者の孤独死防止に努めてまいりたいと考えております。以上、御答弁

とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 西川議員さんの高齢者対策についての質問のうち、高齢

者の移動手段確保はどのように検討されているのかについて、御答弁させていただ

きます。 

高齢化に伴い高齢者だけの世帯や一人暮らしの高齢者が増加している中で、自分

で出掛けるのは不安で、通院や買物に誰からも支援を受けることができず、御苦労

されている方は少なからずおられると思います。 
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高齢者等の移動手段確保につきましては、障がい福祉や介護保険事業では、特定

の要件に該当する場合の移動支援事業などの制度がございます。また、運転免許返

納者に対して、路線バス事業者では、高速バスを除く路線バスの運賃を半額にする

サービスや、一部のタクシー事業者では料金の運賃を１割引きにするサービスが実

施されております。ただ、その他の移動手段については、検討していかなければな

らない課題であります。コミュニティーバスやデマンドバスの導入や、一部ほかの

団体でも行われているような、買物や通院等での路線バスやタクシー利用に係る助

成も考えられます。 

また、バスの増便につきましては、現在のところ補助金を受けたといたしまして

も、運転手の確保が困難な状況であり、増便は難しいということで事業者のほうか

ら聞いている状況でございます。 

また、高齢化の進展、また、障がい者等移動手段を持たない交通弱者への対策は

重要な課題となっております。しかしながら、実現には様々な問題がございます。

他団体の取組状況、民間事業者の動向、財政の状況などからも、どういったことが

できるのか研究してまいりたいと思います。 

また、県におきましても、次世代地域公共交通ビジョン等を策定する予定であり、

そのビジョンに沿い、地域の実情に応じ、地域公共交通網形成計画等策定に取り組

む必要がありますので、この計画策定に併せて研究してまいりたいと考えておりま

す。以上、御答弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 西川良夫君。 

〔８番 西川良夫君登壇〕 

●８番議員（西川良夫君） 答弁を頂きましたので、再問をいたします。 

地域包括支援センターの活動については、平成２８年から在宅医療、介護連携の

推進をしてきたという答弁でありました。医療介護の連携は、お互いの忙しさで、

ケアマネジャーも必要な情報が得られにくいという意見もあります。そういう中で、

国の政策で療養病床が削減されているため本来入院すべき患者も、長期的に医療サ

ービスを受ける必要のある患者が入院できず在宅生活を送ることになります。その

結果として、さらに病状が悪化したり、家族が疲弊して介護離職につながるといっ

た事態がこれから増えるのではないかと思います。そうならないように、例え、在

宅生活を送っていても医療・介護が互いに連携し、地域全体を入院生活と同じ状態

にしようというのが、医療介護連携の目的でないかと思います。 
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入院期間の短縮などで自宅に帰った場合、医療ケア、介護サービス両方の対応が

必要になります。医療ケアは多業種が関係しており、患者の病気が今後どのように

変化するのかなど、その情報が介護スタッフに共有されていなければ適切な処置が

できません。また、医療関係者も介護状態の変化が伝わっていないと、措置が遅れ

るということになり互いの情報共有の連携は不可欠であります。 

医療や介護サービスを受けていると、病院と介護施設を行き来することは日常的

になりますが、サービスを利用する家族からは、医療と介護の関係をもっとしっか

り連携してもらいたいといった意見もあります。医療、介護スタッフの連携強化を

更に充実させるべきではないかと思います。 

 高齢者の見守りの充実については、年１回ぐらいはやっております、という話で

すけれども、それは、年１回では、ちょっと少ないのではないかと思います。もう

少し充実させて、日常的にそういうことができるような、地域のコミュニティーを

作っていくという話ですから、年１回やっておるから、それでもう心配ない、とい

うことではないと思いますので、その当たりをどのように、更に充実させていくか

ということが、検討されるべきではないかと思います。 

今、子供の見守りは日常的にされていますけれども、高齢者版ということで検討

をする必要があるのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 それと、高齢者の移動手段についての答弁がありました。これは、いろいろな関

係事業者、あるいは、町でも独自にすることを協議していくということですが、現

在、ある交通手段、新たにデマンドバスを走らせるとか、そういったことよりも、

まず、それよりも、今ある交通手段を最大限利用しやすいようなそういう、例えば、

徳島バスを利用するに際しては、７０歳以上は無料チケットを配布するとか、それ

から、タクシーを利用する場合は、町内は半額にするとか、具体的に言えばそうい

ったようなことも必要でないかと思うのです。まず、それを、そういったことをや

ってみて、そして、まだ更に必要であれば考えるという、こういう柔軟性を持って

考えていく必要があるのではないかと思います。もう２年も先の話では、今現在、

いろいろ不便を感じている人への対応は、なかなかできないのではないかと思いま

すので、その当たりをお伺いします。 

○副議長（永濵茂樹君） 佐野健康推進課長。 

〔健康推進課長 佐野正洋君登壇〕 

◎健康推進課長（佐野正洋君） 西川議員さんの再問に答弁をさせていただきます。 
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在宅医療と介護事業の連携についてでございますが、医療と介護の両方を必要と

する状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよ

う、平成２６年の介護保険法改正において、市町村が実施する地域支援事業に、在宅

医療・介護連携推進事業が位置づけられており、平成２７年度から施行し、平成３０

年４月までには、全ての自治体において取り組むこととされております。 

一方で、県では、徳島保健所が、改正介護保険法が運用される前の平成２６年度

に、医療・介護連携調整モデル事業として、医療機関から在宅へ患者が円滑に移行

できるよう、介護保険の適用が考えられる退院患者情報をケアマネジャーにつない

だり、逆に入院する際には、ケアマネジャーから医療機関に患者情報が適切に伝わ

る仕組みに取り組んだところであります。 

本町におきましては、地域包括支援センター設置以降、医療と介護に係る相談業

務を行っておりましたが、平成２６年度の徳島保健所の動きに合わせて、相談体制

を強化した結果、地域包括支援センターに寄せられた介護に係る医療機関からの相

談、連携の延べ件数は、平成２６年度５５５件、平成２７年度９８４件、平成２８

年度１，１４５件、平成２９年度１，２５８件と年々増加しております。 

今後、高齢化の進展に伴い、ニーズが増加していくことが想定されるところであ

り、行政機関、医療機関、介護事業所の連携を一層密にし、課題等も踏まえながら、

切れ目のない在宅医療と在宅介護の情報提供体制の構築、情報の共有支援や相談支

援、町民への普及啓発など連携が円滑に行われるよう、取組を推進してまいります。

以上、御答弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） 西川議員さんの見守り支援について御答弁させていた

だきます。 

 先ほど申し上げました、年１回の訪問活動というのは、各地区協で年末において、

年１回、一人世帯の方の訪問活動をされておると、それと併せまして、各町内の２

２の福寿連合会の各支部におきまして、会員さん宅ではございますけれども、見守

り支援というのが月１回行われておるようでございます。 

 現在実施しております福寿会での活動を活用した取組で、先ほど申し上げており

ます見守り隊の事業を実施していけないか、こちらのほうは、社会福祉協議会とと

もに、研究しながら取り組んでまいりたいと考えております。よろしくお願いいた
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します。 

○副議長（永濵茂樹君） 梯総務課長。 

〔総務課長 梯達司君登壇〕 

◎総務課長（梯達司君） 西川議員さんの高齢者移動確保の再問について、御答弁

させていただきます。 

高齢者移動確保は、今後ますます重要な課題であると認識しておりますが、実現

には様々な問題がございます。他団体の取組状況、民間事業者の動向、財政の状況

など考慮しながら、本町に適した交通体系や社会情勢に合わせた利用者の利便性の

向上、交通事業者など関係機関と連携しながら、地域公共交通網形成計画等策定に

併せて様々な角度から調査研究してまいりたいと考えております。御理解の上、答

弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 西川良夫君。 

〔８番 西川良夫君登壇〕 

●８番議員（西川良夫君） 以上で終わります。 

   

○副議長（永濵茂樹君） 次に、１０番議員、林茂君の一般質問を許可いたします。 

 林茂君。 

〔１０番 林茂君登壇〕 

●１０番議員（林茂君） 議長の許可がありましたので、一般質問をいたします。

理事者の方は、明確な答弁をよろしくお願いいたします。 

まず、町長の政治姿勢についてお尋ねいたします。憲法９条の問題です。先の戦

争で日本国民は３１０万人、アジア諸国民２，０００万人が戦争で尊い命を犠牲に

しました。この犠牲の上に日本は、再び武器は持たない、再び戦争はしないと、こ

のように誓い憲法９条が生まれました。ベトナム戦争の時、アメリカが日本政府に

自衛隊を派遣するように要請がありましたが、日本政府は憲法９条があるからと自

衛隊の派遣を断りました。 

 安倍首相は、昨年憲法記念日に、新たに憲法９条に自衛隊を明記すると憲法改正

の提案をしました。憲法に自衛隊を明記するのならいいのでないか、このように、

たくさんの方がお考えになっている状況ですが、この自衛隊は災害救助で頑張って

いる自衛隊ではなくなりました。なぜなら、閣議決定で集団的自衛権が行使できる

自衛隊になりました。憲法９条の３項に新たに明記することで、１項の戦争放棄、
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２項の戦力不保持は死文化します。安倍首相が１項、２項を残しておくからと言い

ますが、後からできた法律が優先するというのが、法の原則であります。新３項に

書かれた、自衛隊は海外での武力行使が可能になります。この結果、自衛隊は国軍

となり海外で武力行使ができる国になるわけです。 

 作家の瀬戸内寂聴さんの、少し紹介をいたします。「戦争にいい戦争などはあり

ません。戦争はすべて集団人殺しです。今後もあってはならない。命をかけて反対

しましょう。」と、憲法９条を守るために、呼び掛け人の一人として、安倍改憲Ｎ

Ｏの全国３，０００万人署名を呼び掛けています。 

 現在、安倍政権で軍事費は、毎年増額される一方、社会保障費は毎年削減されて

います。７０歳から７４歳の窓口２割負担、診療報酬のマイナス改定、介護保険の

要介護１・２の抑制、児童手当の所得制限も世帯合算で、国民には負担増と給付の

削減です。今年４月から市町村国保を県単位に統合、将来的には、県ごとの保険料

設定で、国は補助金の削減を狙っているわけです。地方自治体に対する補助金カッ

トなどで影響が出てくると思いますが、このことについてお伺いします。 

 憲法９９条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員

は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めています。憲法は国民が守る

ものでなく首長とか職員とか、もっと言えば、国の側や自治体の側で仕事をする、

そういう皆さんたちが守らなければいけない法なのです。９条改憲について町長の

見解を伺います。 

憲法１５条２項では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者

ではない。」と定められています。安倍政権では、お友達優遇政治で信頼が大きく

揺らぎました。この点で行政は、中立・公平・透明性の確保が非常に重要でござい

ます。このことにつきまして、職員に対する指導等どのように行っているのか、こ

の点で町長の見解を伺います。 

○副議長（永濵茂樹君） 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） 憲法について、林議員から御質問がありましたので、答弁

をさせていただきます。 

 憲法は、前文及び１１章１０３条からなり、象徴天皇制、戦争の放棄、国民主権、

基本的人権、国会、内閣、裁判所、地方自治など基本原理を定めており、現在の日

本の国家形態、統治組織、統治採用を規定している最高法規であると認識しており
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ます。 

 憲法９６条には、改正に関しては、衆参両議院で３分の２以上の賛成で発議、国

民投票で過半数の賛成を要するとされておりますが、施行以来７１年間、これまで

一度も改正は行われておりません。ちなみに、諸外国においては、第二次世界大戦

終結以降、２０１６年までにアメリカでは６回、カナダでは１７回、フランスでは

２７回、ドイツでは６０回、イタリアでは１５回、韓国では９回の憲法改正がなさ

れております。もちろん、それぞれの国において、憲法の成り立ちや位置づけは異

なるものであり、一概に比較できるものではないことは承知いたしております。我

が国においても、最高法規は簡単に改正できるものではないという考えと、時代に

即して改正もあり得るという両面の考えがあることは、誰しも認識しているところ

であり、従前から憲法の幾つかの条項に対し、その解釈と改正した場合の影響につ

いて、様々な見地から議論がなされてきたわけであります。 

 御質問の憲法９条、戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認につきましては、常に注

目され、その解釈と改正議論が最も関心を集めてきたと認識しております。例えば、

国権の発動たる戦争とはどこまでの範囲を示すのか、自衛隊の存立及びその活動が

９条に抵触するのかどうか、といったことがこれまでも質疑、議論されてまいりま

した。また、憲法第１３条に国民の生命、自由、幸福追求権は国政の上で、最大限

尊重されるとうたわれております。国民の生命、自由が、例えば、テロリストや海

外からの武力抗議により脅かされる、また、その懸念がある場合、１３条に従えば、

政府は国民を保護し、攻撃を排除しなければならないことになりますが、それでは、

９条と１３条の関係はどうなるのか、どちらを優先すべきなのかといった論点も提

起されております。日本が主権国家である以上、自衛権を有することは当然である

との見解も示されておりますが、この点については、私もそのとおりであると考え

ております。ただ、防衛に関しては、国の専管事項であり、憲法第９条の改正につ

きましては、我が国の平和と安全を維持するとともに、国民の生命、財産、自由を

守る上で、この条項がどうあるべきかを立法府である国会において、また、国民間

において、しっかり議論をしていただきたいと思います。 

 次に、行政の中立・公平・透明性についての御質問でございますが、憲法第１５

条第２項に「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」

と記載されております。また、地方公務員法第３０条にも「すべての職員は、全体

の奉仕者として公共の利益のために勤務する」と記載されております。このため、
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町職員と正規採用される場合は全員に、日本国憲法を尊重し、かつ擁護する。全体

の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行する旨の宣誓書に記名押印して提出させ

ているところであります。加えて、職位職階に応じて、随時、職員研修を実施して

おり、継続的に意識付けが図られるよう指導を行っております。もとより、憲法及

び地方公務員法の趣旨を常に胸に刻み遵守することは、公務員として当然のことで

あり、今後とも、高い倫理観を持ち町民福祉の向上のため、日々業務に精励してま

いります。以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 林茂君。 

〔１０番 林茂君登壇〕 

●１０番議員（林茂君） 今、町長から答弁を頂きました。憲法の９条の問題です

が、これはかなり議論をしなければ、なかなか解明できないと思うのですが、一つ

は、今の段階での専守防衛は、これは認められているわけです。今回の９条の改悪

の最大のポイントは、新たに自衛隊を明記すると、自衛隊を明記するというのは、

先ほど言いましたけれども、これは災害救助で頑張っている自衛隊ではなくなった

と、集団的自衛権の行使ができると、これは閣議決定されたわけです。集団的自衛

権の行使は何かと言いますと、他国から日本が攻撃を受けていなくても、他国を攻

撃ができる、これが集団的自衛権の行使です。ここで大きく、今、分かれていると

ころです。町長の見解はよく分かりました。憲法１５条の２項については、全くそ

のとおりだと思います。是非、これから、行政の中でこの立場をやっぱり貫いてい

ただいて、町民から、やっぱり藍住町は違うという、そういう意気込みを示してい

ただきたいと思います。とりわけ藍住町では、入札の問題とか、多くの町民の方々

が感心を持たれていることもあります。人事の問題も、採用の問題もいろいろと、

今まで問題が議論されてまいりました。この点で、しっかりとひとつ、町長の見解

どおり、よろしくお願いいたします。 

それでは、２点目の質問に入ります。藍住町の子育て支援事業計画についてです。

今回、「藍住町子ども・子育て支援事業計画」という、平成２７年の３月に発行さ

れたすばらしい小冊子の中で、私は幾つかこれからの子育ての中で、今、起こって

いる問題点等について質問をさせていただきます。まず、厚生労働省が２０１４年

にまとめた報告書によりますと、日本の子供の相対的貧困率は１６．３％、実に日

本の子供の約６人に１人が貧困状態にあることを示しています。貧困率算定のベー

スとなる貧困ラインは、１人当たり年間１２２万円で暮らす生活であり、親と子１
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人ずつのひとり親世帯（２人世帯）に換算しますと、年間１７３万円、月額約１４

万円での生活となり、修学旅行に行くのも難しく学びたくても塾に行くこともでき

ません。このような経済の状況でございます。とりわけ母子家庭など、ひとり親世

帯の状況は過酷です。貧困率は５０．８％です。調査では、母子世帯の８２．７％

が「生活が苦しい」と答えています。「貯蓄がない」と回答した母子世帯は３７．

６％に上り、全世帯平均１４．９％の２倍以上となっています。子供のいる世帯へ

の経済支援を一層強める必要があることを浮き彫りにしています。 

 貧困問題はどの世代にとっても深刻ですが、発達、成長過程にある子供時代の貧

困というのは、健康や学力など、子供に必要な条件が経済的困窮によって奪われる

という点など影響は大きく子供本人の人生だけでなく、社会全体にも損失をもたら

します。２０１４年のＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のまとめでも、日本の子供の

貧困率というのは、先進国の３４か国中、１０番目に高い数字でございました。 

  このような子供たちを取り巻く生活環境の中で、自治体の果たす役割というのは

非常に大きいものとなっています。今回、担当課から、私、資料請求をいたしまし

て、詳しい資料を提出をしていただいておりますので、答弁等の時にこのことをよ

ろしくお願いいたします。 

具体的な質問を行います。まず、１、児童福祉法２４条では、保育に対する町の

責任がある、とこのように明記をされています。町の保育対象児童数は、平成３０

年で入所している子供は何人か。そして、保育所に入っていない子供は何人か、お

尋ねします。各保育所の定員数と入所状況、さらに、待機児童をなくすための施策、

このことをお伺いします。 

２、経済的な負担を軽減してほしい、この声は町が実施した、これです。（資料

を示す）「藍住町子ども・子育て支援事業計画」のアンケートの中で、約６割の方

々が経済的な負担を軽減してほしいという、このようなアンケートの調査結果が出

ているわけです。 

板野町では、子育てに対する経済的支援の充実を図るため、平成２８年１０月か

ら保育料無料化を実施いたしました。この結果、子育てをしている方から評判が良

く、他町から板野町に移り住む人も出ていると言われています。 

藍住町がこのように実施すると、必要な予算額は幾らいるのか、無料にした場合

です。それから、石井町では２人目から保育料が無料になっています。藍住町で実

施すると、必要な予算額について幾らになるのかお伺いします。  
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石井町では、この保育料、２人目から無料と、もう一つの点では、更に１人目か

ら出産祝い金も、出産祝い金が第１子３万円、第２子が５万円、第３子以降１０万

円を支給しています。この点で、子育て支援策として、藍住町もこの出産祝い金等

を検討すべきでないのかと思うわけです。この点でお伺いします。 

３、藍住町で児童扶養手当を受けている母子世帯数について伺います。この中で

非婚、未婚のひとり親家庭の保育料についてですが、他の母子世帯と同様に軽減さ

れているのかについてお伺いします。 

４、公営住宅の問題です。２０１５年１０月、国土交通省が公営住宅で入所基準

や家賃の算定で、非婚のひとり親に寡婦控除のみなし適用をする政令改正を行いま

した。施行は２０１６年１０月からです。町営住宅の中にも未婚の方がおいでにな

るのではないかと思います。先ほどの資料でも明らかになりました。３２名の方が、

町営住宅の入居者について、家賃の減免とか、寡婦控除のみなし適用がされている

のか、この点の状況がどうなっているのか少しお伺いします。 

 そして、さらに国も子育て支援の観点から、地方の動き、後ほどまた、発言させ

ていただきますが、差別解消として９月から内閣府と厚生労働省の事業として、非

婚のひとり親への寡婦控除のみなし適用が始まるわけですが、町として、この対応

をどのように考えているのか、この点もお伺いします。 

５、保育料の滞納について、各いろんな事業をしている場合は、滞納がどうして

も発生します。滞納がどのような状況になっているのか、併せてお伺いします。 

○副議長（永濵茂樹君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） 林議員さん御質問の保育所の入所関係につきまして、

御答弁させていただきます。 

まず、町内のゼロ歳から３歳までの児童数でございますが、１，３６０人となっ

ております。また、各保育所の定員、入所状況につきましては、各保育所において

定員の弾力化を実施しており、平成３０年４月１日時点で、中央保育所で、定員２

３３人に対しまして入所児童数２２３人、ひまわり保育園で定員１４０人に対しま

して入所児童数１３４人、あいずみ保育園で定員１４０人に対しまして入所児童数

１３９人、あおば保育園で定員６４人に対しまして入所児童数５６人、あいずみ北

保育園で定員４４人に対しまして入所児童数４４人、ゆめあい保育園で定員２０人

に対しまして入所児童数２０人となっております。 



- 63 - 

続きまして、待機児童対策についてでございますが、平成３０年４月１日時点で

の入所希望者に対しまして、全員受け入れることができておりまして、待機児童は

ございませんでした。 

なお、今後の待機児童解消に向けての取組といたしましては、本年度、民間にお

ける認可保育所の新設について予算計上させていただいておるところでございます。

施設の増設により、待機児童解消に努めてまいりたいと考えております。 

次に、経済的負担軽減についての御質問ですが、全ての保育料を無料化した場合

は、約１億５，４００万円、また、２人目から無料化にした場合は、約３，１００

万円の予算が必要と推計されます。なお、国においては、昨年１２月に新たな経済

政策パッケージを閣議決定しており、消費税が１０％に増額される２０１９年１０

月から、幼児教育及び保育の無料化を検討しているとのことであり、先日公表され

た経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる、骨太の方針２０１８の原案にもこの

ことが盛り込まれております。 

また、１人目からの出産祝い金の支給につきましては、子育て支援は、国、県は

もとより、どの自治体においても重要な政策課題であり、特色を生かした取組がな

されております。本町においても、多子世帯における保育料の無償化、早い段階か

らのファミリーサポートセンターの整備、県内初の病児・病後児の預かりなどを実

施してまいりました。更に、今年度、放課後児童クラブを小学校６年生まで拡大す

るとともに、子どもはぐくみ医療助成については、中学校修了から高校修了まで拡

大することとしております。 

御質問の出産祝い金は、他の自治体の状況は十分把握いたしておりませんが、急

速に少子化が進み、出生数が少ない自治体における一つの支援策であろうと思いま

す。本町においては、ここ１０年、出生数は３００人台を維持しており、町の実情

に応じた子育て支援に今後とも取り組んでまいりたいと考えております。 

続きまして、児童扶養手当を受給されている母子世帯につきましては、３７９世

帯となっております。 

また、ひとり親世帯の保育料の軽減は、世帯の階層区分が第１階層から第４－１

の階層に該当される世帯で、ひとり親世帯の方につきましては、申請により軽減を

受けられることとなっております。 

次に、未婚のひとり親世帯への寡婦控除のみなし適用への対応につきましては、

国の事業であります児童扶養手当と児童手当の受給者の方に対しましては、国から
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の通知により、平成３０年度支給分から適用されることとなっておりますが、町が

徴収しています保育料、放課後児童クラブ利用料等につきましては、現在、寡婦控

除みなし適用を実施していないのが現状でございます。 

県内では、鳴門市において、保育料の算定に当たり、みなし適用を実施している

ところですが、本町としましても、今後の子育て支援や福祉サービスの拡充のため、

既に実施している自治体の取組について、研究してまいりたいと考えております。 

最後に、保育料の滞納状況についてでございますけれども、本日、お配りしてお

ります資料によりまして、平成２９年度、件数１７件、金額にいたしまして３６万

５，７５０円から以下、２８年度、２７年度、２６年度、２５年度となっておりま

すが、合計件数として、１９０件、３５８万５，３００円の滞納状況となっており

ます。以上、御答弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 東條生活環境課長。 

〔生活環境課長 東條芳重君登壇〕 

◎生活環境課長（東條芳重君） 林議員さん御質問について御答弁をさせていただ

きます。 

藍住町子育て支援事業計画についてのうち、４番の非婚ひとり親家庭の町営住宅

の入居者は、家賃減免の寡婦控除のみなし適用がされたが、町営住宅入居者の状況

についての御質問でございますが、町営住宅入居者については、平成２８年１０月

１日に施行された公営住宅法施行令第１条、３条、法に規定された方が対象となり

ますが、本町の町営住宅入居者につきましては、現在、みなし適用の適用者はおり

ません。 

 今後も、毎年の収入申告書の提出時に確認をして、適正な運用に努めてまいりた

いと考えております。以上、御答弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 林茂君。 

〔１０番 林茂君登壇〕 

●１０番議員（林茂君） 答弁を頂きましたので再問をいたします。 

母子世帯の中で寡婦控除の問題で答弁がありました。そこで、共産党の山下芳生

参議院議員が、この問題を国会で取り上げました。それ以前に、日本弁護士連合会

が母子世帯の問題について要請を国にもいたしました。その基本的な中身を少し発

言いたします。同じ母子世帯でも、非婚ということだけで、保育料の負担が大きい。

死別や離婚のひとり親と同じ経済的支援を受けられるように、法改正を行い非婚の
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母にも寡婦控除を適用するように質問をしました。法改正するまでの間は、このよ

うな差別があるので、差別解消するためには、寡婦控除のみなし適用を行ったらど

うかというようなことで、要求をしたわけです。この質問は、地方議会でも多く取

り上げられるようになりました。そして、既に、寡婦控除のみなし適用が実施され

ているのは政令市、中核市、東京２３区、県庁所在地の計１０５市区の８８％に当

たる９２市区が、２０１７年度の保育料のみなし適用をしていることが明らかにな

りました。そして、厚生労働省が全市区町村を対象に、２０１６年８月に調査を実

施しました。その調査結果では、都市部で３６％が保育料のみなし適用をしていま

す。先ほど、答弁にありました、鳴門市もこのような状況です。 

 寡婦控除は、所得税法に基づく所得控除の一つです。所得制限はありますが、配

偶者と死別、離別したひとり親や、死別した女性が対象です。結婚歴、婚姻歴のな

い非婚のひとり親（シングルマザー）は、寡婦控除の適用は受けられません。同じ

母子世帯でありながら、寡婦控除規定が適用されないことにより、寡婦と比較する

と著しい不利益を受けていると、これは非婚の母を合理的な理由もなく差別するも

のであり、憲法１４条等に違反するということで、日本弁護士連合会が申立てたわ

けです。少し、この点で、町から資料が出されていますので、ちょっと見ていただ

けますか。町の保育の対象児童数の表面、その次の面です。藍住町の保育所の利用

負担額表というのがあります。それで、第４－１の階層のところを見ていただいた

ら、区分がずっと、上から、生活保護世帯とか市町村民税の非課税世帯ということ

で、市町村民税の所得割のある世帯所得割課税額がどれらいの金額かということで

記載されています。第４－１階層を例に取りますと、こういうふうな計算になるわ

けです。寡婦控除が適用されると下段の数字が保育料になるわけです。第４－１で

少し試算をしました。ここで対象になるのが、年収が２２８万円、月収にすると１

９万円で、子供さんは３歳未満が１人、保育料は３万円。３歳児１人、２万７，０

００円で、２人の保育料は５万７，０００円必要になるわけです。これが、寡婦控

除が適用されていない場合です。寡婦控除が適用されると下段の、３歳未満は９，

０００円、３歳児は２万７，０００円が６，０００円で、２人分の保育料は１万５，

０００円で済むわけです。非婚の場合は４万２，０００円高くなりますから、その

差は３．８倍です。非常に経済的負担が大きいということです。みなし適用を行い

ながら、子育て支援で頑張っている母子家庭の皆さん方を自治体が支援をしていく

ということで、先ほどの、先進的な実態の数を紹介したところです。 
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こういうことから、是非、同じ母子世帯でも、婚姻歴があるか否かで寡婦控除の

適用から除外されて、非婚の母が差別されると、経済的に一層困窮に追い込まれる

と、これは憲法上も、子どもの権利条約から見ても許されません。非婚のひとり親

に寡婦控除を適用する、所得税法の改正が強く求められるわけですけど、法改正を

待たずに、先ほど言いました、内閣府の通知のとおり、是非、実施をしていただき

たい。これは、そんなに難しい問題ではなかろうかと思うのです。他の自治体が積

極的にやっているということを、ひとつ理解をしていただきたいと、これが１点で

す。 

先ほど、答弁の中で、保育料の軽減につきまして、板野町、板野町は無料だとい

うことで、ここで１億５，４００万円からお金が要ると、石井町では２人目から保

育料が無料になっているということで、大体３，０００万円、３，０７６万円必要

だと、こういう答弁でございました。やはり、子育て支援を、経済的な側面から支

援をしていく、このことをもう少し考えていただいたらいいのではないかと、今ま

で私がいろいろ要望したら、財政的な問題がたくさん出てきました。町財政が大変

厳しいということで、これに私は、いろいろと反論してきましたけど、この点で、

他町の積極的なところも取り入れていただくと、石井町の問題も言いました。出産

祝い金を第１子に３万円出していると、この答弁については、石井町の例を上げら

れましたけど、いわゆる、人口が余り増えない、そういうところの子育て対策の支

援策の一つだと、藍住町は現在、毎年３００人程度増えていると、ですから、こう

いうことで、増える、増えないという問題ではないと思うのです。根本的なのは。

経済的な、そして、子育てがしやすい藍住町にどう作り替えていくかということで

の、財政投資を私は提起しているわけですから、是非、こういうところを考えてい

ただきたい。この点について答弁をお願いします。 

○副議長（永濵茂樹君） 髙田福祉課長。 

〔福祉課長 髙田俊男君登壇〕 

◎福祉課長（髙田俊男君） 林議員さんの再問にお答えさせていただきます。 

まず、保育料の軽減措置でございますけれども、本日お渡ししております資料の

中で、御説明を今、議員さんより頂いたところでございますが、階層１から４－１

の階層までにつきましては、この下段書きの適用につきましては寡婦控除のみなし

適用された方がここになるというわけではございません。裏の面を見ていただけた

らと思います。裏面の８番、母子（父子）世帯、在宅障害児（者）のいる世帯に該
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当する場合、本町の場合、ここはひとり親世帯、非婚、未婚も含めまして、ひとり

親世帯の方につきましては、申請があった場合にこの下段の保育料を適用している

ということでございますので、みなし適用をされた場合に、この下段になるという

ことではございませんので、御理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

未婚のひとり親世帯への寡婦控除のみなし適用についてでございますけれども、

寡婦控除のみなし適用実施につきましては、適用することによる財政負担や子育て

支援事業だけでなく、障害福祉、また、健康増進事業など幅広く対応を考えていく

必要があると考えております。先ほども御答弁いたしましたが、既に取り組んでい

る自治体につきまして調査、研究して、取り組んでいくかどうか、研究してまいり

たいとこのように考えております。 

また、出産祝い金についての御質問でございますけれども、繰り返しの答弁にな

りますけれども、本町におきましては、実情に応じた子育て支援という部分に特化

して今後も取り組んでまいりたいと、このように考えておりますので、御理解のほ

ど、よろしくお願いいたします。以上、御答弁とさせていただきます。 

○副議長（永濵茂樹君） 林茂君。 

〔１０番 林茂君登壇〕 

●１０番議員（林茂君） 今、答弁を頂きました。少し、寡婦控除のみなし適用に

ついて、国のほうの、いわゆる、法の改正までの間、こういうみなし適用をするべ

きだという、一定の内閣府の方針なのです。ですから、きちんと、やっぱり、受け

止めていただくと、それがまず一つの問題です。 

それから先ほどの、下段の金額を言いました。３万円のところが９，０００円に

なると、これは、ただし書のところで、裏面のところで紹介されました。全て、申

請主義のお話でした。これは、未婚の場合、母子家庭とか未婚の場合は、先ほどの

資料が添付されたように、この中で、母子世帯の中で、未婚という方々がこれだけ

いると、３２人。これは税務課で、つかめるのではないかと、そういう人たちは、

やはり、きちんと、適用ができるような、そういう配慮もいるのではないかと、ま

だ、知らない方もおいでになると思うのです。こういうことも、やっぱり、行政と

して親切にしていただきたいと、これは要望です。 

○副議長（永濵茂樹君） 林茂君、もう、時間ないよ。 

●１０番議員（林茂君） はい、分かりました。 

 それでは、最後の質問に入ります。地域経済活性化対策についてです。アベノミ
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クスの５年間で大企業とか、富裕層の利益は大きく増える一方、働く人の実質賃金

は年１５万円も低下しています。家計消費は２２万円も落ち込んでいます。これで

は、地域が疲弊するのは当たり前なのです。藍住町の場合は、若干、人口が増えて、

今、世帯数もどんどんと増えていると、その結果、税収が今年の予算では、前年度

から比べて、固定資産税と町民税を入れたら５，２００万円も税収が増えると、他

の自治体とは少し違うのですが、町民の皆さんの懐というのは、他の自治体の町民

の方と同じだということを是非、理解をしてください。 

地域経済活性化対策としては、一番大きな柱というのは、手立ては、賃金の引上

げ、消費購買力を高める以外に地域の経済は活性化しません。この点でどのように

考えておられるのか。 

 次に、具体的に少し、賃金の引上げの点で、国は建設従事者の後継者不足解消へ

と２０１２年から６年間で、大工職では１万５，０００円から２万１，２００円と、

６年連続４１％の設計労務単価の引上げを行ってきました。公共工事で積算された

賃金が、残念ながら、末端の労働者までに行き渡っていないということです。この

点で、今まで質問をしてきましたけど、実際、現場でどのような状況なのか、現在、

文化ホールが建設中なので、その状況等もひとつ調査をしていただいたらどうかと。 

 それから、こういうような賃金の、非常に低賃金ということで、県内の建設就業

者数も減少傾向にあります。２０００年の４万４，１５１人から、２０１５年は２

万７，１００人と１７，０００人も減少しました。そして、若い就業者、２９歳以

下は７，７３５人から２，１０２人と５，６００人も減少し、若者が入職しない、

このような建設産業なのです。最大の理由は、仕事がきつく、その割に収入が低い

ということです。これが最大の問題ということで、政府を挙げて公共工事の労務単

価の積算をここ６年間、ずっと毎年上げてきた。ここが最大の理由です。 

２、当町議会で、公契約法制定を求める意見書が採択されました。この意見書の

趣旨を生かした取組はされているかどうか。  

３、地域経済活性化対策として、住宅リフォーム助成制度というのが非常に好評

です。全国では住宅が５７３自治体、店舗が１０７自治体で、この住宅リフォーム

助成制度が取り組まれています。県内では、今年４月からリフォームの助成制度が

始まった那賀町を含め、徳島市、阿南市、鳴門市、阿波市、美馬市、石井町、つる

ぎ町、北島町、上板町、佐那河内村の１１自治体で実施されております。住民から

も、そして、仕事を請け負う建設関連業者からも好評を得ています。住宅リフォー
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ム助成制度の創設をと、地域の組合から町へ毎年要望が出されています。商業店舗

も対象にした住宅リフォーム助成制度を創設するように要望したいと、このように

毎年考えて、私も質問をしているところです。町の対応について伺います。  

４、町発注工事は町内業者に優先する、とこのように今まで答弁を頂きました。

小規模工事登録、随意契約、指名入札の発注状況と地元業者の育成策について、ど

のように考えているのか、お伺いします。 

○副議長（永濵茂樹君） 高木建設課長。 

〔建設課長 高木律生君登壇〕 

◎建設課長（高木律生君） 林議員さんの御質問のうち、地域経済活性化対策につ

いて御答弁をさせていただきます。 

まず、公共工事で積算された賃金が末端まで届いていない、実際の現場労働者の

方々の賃金を調査するべきでないか、支払いされるようにする手立てについて、国

は技能労働者の育成確保には、適切な水準の賃金の支払いが極めて重要であるとい

う観点から、建設業団体の長に対してその旨を通知しております。国からの通知の

内容を十分に守るよう指導をしていきたいと思います。また、積算された賃金の支

払いについては、契約書に添付している指導事項の中で、建設労働者の雇用条件の

改善等について記載がございますので、その内容について指導をしていきたいと考

えております。 

次に、公契約法制定を求める意見書の趣旨を生かした取組につきましては、先に

申しました契約に係る指導の中で、建設労働者の適正な賃金が確保されるよう促す

とともに、処遇改善を通じて建設業への入職促進、担い手確保につながるよう、建

設労働者の適正な労働条件の確保と公共工事における安全や品質が適正に確保され

るよう、契約業者に公契約法など関係する法令を遵守するように指導していきたい

と考えます。 

次に、住宅リフォーム助成制度の創設ということでございますが、以前より何度

か御質問を頂いておりますこの制度につきましては、住環境の活性化とともに、地

元業者への発注による地域の活性化につながるものと思います。しかしながら、本

町におきましては、住宅の耐震化を重点的に進めているところでございます。住宅

の耐震改修とともに、簡易な耐震化と併せて行うリフォームの県の助成制度であり

ます「住まいの安全・安心なリフォーム支援事業」を行っております。まずは、こ

の制度を進めてまいりたいと考えておりますので、御質問の住宅リフォーム助成制
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度の創設につきましては、現時点では見送りさせていただいておりますので、御理

解を賜りたいと思います。 

次に、町発注工事は町内業者を優先することにつきまして、建設課所管の土木工

事は、県のランク付けを参考に町内業者のみを指名しており、ＡＢＣの３ランクに

分け、設計金額に応じた指名をいたしております。水道本管の布設工事も町内業者

のみの指名であります。地元業者の育成において、地元でできる工事と判断したも

のについては、今後とも地元発注に心掛けてまいります。また、大手発注工事で下

請業者は地元業者を使うことにつきましては、従来より、契約締結時及び工事の打

合せ時において、地元業者を優先して使用してもらえるようお願いをしており、元

請負からの工事施工体制台帳の提出により、下請負名簿も添付されますので、それ

により確認をしております。今後とも指導をしていきたいと思っておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 町発注工事の状況につきましては、お手元の資料、３枚目の６番の中に記載しま

したとおりであります。町内業者への発注割合につきましては、平成２８年度につ

いては随意契約発注割合５６．８％、請負金額割合３２．２％、指名入札発注割合

５２．３％、請負金額割合５８．１％、平成２９年度につきましては、随意契約発

注割合５４．２％、請負金額割合２６．３％、指名入札発注割合４６．３％、請負

金額割合５４．５％となっております。なお、本町の特異な事情といたしまして、

舗装業者が町内にはないなど、全て町外の業者に発注せざるを得ないものがあり、

町外業者への発注件数、請負金額ともそのことを含めて示しておりますので御理解

を頂けたらと思います。以上、答弁といたします。 

○副議長（永濵茂樹君） 林茂君。 

〔１０番 林茂君登壇〕 

●１０番議員（林茂君） 答弁を頂きましたので、再問をいたします。 

 是非、先ほど私が要望した点等について、指導事項の中にきちんと入れていただ

いて指導をしていただきたいと、このように思います。 

 一つ、住宅リフォーム助成制度なのですが、いつも答弁の中に、耐震化と併せた

ことの答弁で、見送りだと、こういう結論なのですけど、それでは、一体、先ほど

紹介をしました、那賀町を含めた１１の自治体が、県内、今の方針である耐震化の

事業をやっていないかというと、ほとんどしていると思うのです。ですから、どの

点がいいかということを１１自治体を是非調査していただいて、経済効果がどのよ
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うに波及しているのか調べていただきたいと、このことをひとつ、要望いたします。 

 それから、随意契約と指名入札の詳しい資料を頂きました。確かに、舗装とか特

殊な工事については、町内業者で請負ができないという工事もあると思うのですが、

全体的には町内業者をどのようにして優先をして仕事をしてもらうか、そのことが

町内業者の健全な育成になるのではないかと、それをしなかったら、町内業者の価

値がなくなると思うのです。そういう点では、町内業者を育成していくというのは、

やはり、仕事をしてもらうような施策をどのようにこの中で、公共工事の発注の中

で考えていただけるのか、是非、ひとつ検討してください。この数字を見たら、割

合が全然、もっと、もっと、いい割合になってもいいのですけれども、町内の業者

が８割とか、こういうのだったらいいのですけど、半数ちょっとなので、金額にし

ても、半数というふうな状況ですから、是非、この点ひとつ。 

○副議長（永濵茂樹君） 高木建設課長。 

〔建設課長 高木律生君登壇〕 

◎建設課長（高木律生君） 林議員さんの再問にありました、住宅リフォーム助成

制度について、各自治体の内容について調査せよということでありましたので、十

分に調査をさせていただきます。 

それとともに、発注状態の中で、御指摘の町内業者優先につきましては、十分、

念頭においてやっておりますので、今後とも続けていきたいと思います。それとと

もに、どういう発注状況を取ればいいのかというのを、再度、検討していきたいと

思いますので、よろしく御理解お願いいたします。 

○副議長（永濵茂樹君） 林茂君。 

〔１０番 林茂君登壇〕 

●１０番議員（林茂君） 以上で、私の一般質問を終わります。 

●１４番議員（佐野慶一君） 議長。 

○副議長（永濵茂樹君） 佐野慶一君。 

●１４番議員（佐野慶一君） 今の林議員の質問の中で、一番最初の所、ちょっと

読み上げます。防衛費は毎年増額されておると、一方、社会保障費は毎年削減され

ておると、これちょっと違うのではないのかと思うけど、林議員の質問でも社会保

障をいっぱい言よるけれども、削減されよったら、今の社会保障は、とてもできな

いと思うけど、ちょっと、私が聞いておるところによったら、平成２９年度から平

成３０年度の国の予算は５，０００億円ぐらい増額されておるように聞いておるけ
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ど、どうなん、総務課長、分かる範囲で説明してくれるか。資料ないん。（「国に

聞かな分からんわな。」の声あり）私がインターネットでさっき出した資料による

と、平成２９年度から平成３０年度は５，０００億円、この１０年間で１１兆２，

０００億円上がっておるんやけど、これ下がっておるというのは、ちょっとおかし

いと思うけど、林議員、社会保障費。 

〔森志郎議員、「あなた、間違っておるんだったら、訂正せなあかんで。」

の声あり〕 

○副議長（永濵茂樹君） 林茂君。 

●１０番議員（林茂君） 社会保障費の削減というのは、毎年、高齢化していくと

いうことで、それに伴って、医療費、介護保険等の自然増加があるわけです。今年

の予算で既に５００億円削られております。その結果、先ほど、このような給付の、

いわゆる、改悪がされてきたと、こういうことなのです。軍事費については、５年

間調べてください。安倍政権になってから、どんなふうになったか。 

○副議長（永濵茂樹君） 佐野慶一君。 

●１４番議員（佐野慶一君） 林議員が言っているのは分からんわけではないけど、

増えていっているので、防衛費で下がっておる年もあるんやけど、そんなに極端に

上がっていっておるわけでなくて、４兆９，０００億円、４兆８，０００億円とか、

５兆円とか、社会保障に比べたら少ないと、社会保障費のほうが、かなり金額的に

多いと。ちょっと、林議員の質問で気になったので。余りにも毎年ようけ予算が組

まれよるのに下がっておるというのは、ちょっとおかしいなと思ったので。 

○副議長（永濵茂樹君） よろしいですか。 

〔佐野慶一君、うなずく〕 

 

○副議長（永濵茂樹君） 以上で通告のありました６名の一般質問は終わりました

ので、これをもちまして一般質問を終了いたします。 

  お諮りします。議案調査のため６月１４日から６月１８日までの５日間、休会と

したいと思います。御異議ありませんか。  

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○副議長（永濵茂樹君） 異議なしと認めます。したがって、６月１４日から６月

１８日までの５日間、休会とすることに決定しました。なお、次回本会議は６月１

９日、午前１０時、本議場において再開いたしますので、御出席をお願いいたしま
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す。本日はこれをもって散会といたします。 

午後３時８分散会 
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平成３０年第２回藍住町議会定例会会議録（第３日） 

平成３０年６月１９日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 喜田  修 ９番議員 小川 幸英 

２番議員 古川 義夫 １０番議員 林   茂 

３番議員 安藝 広志 １１番議員 奥村 晴明 

４番議員 鳥海 典昭 １２番議員 平石 賢治 

５番議員 矢部 幸一 １３番議員 森  志郎 

６番議員 徳元 敏行 １４番議員 佐野 慶一 

７番議員 西岡 恵子 １５番議員 永濵 茂樹 

８番議員 西川 良夫 １６番議員 森   彪 

２ 欠席議員 

     なし 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 大塚 浩三          局長補佐  山瀬 佳美 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 奥田 浩志 

副町長 加藤 弘道 

教育長 青木 秀明 

教育次長 森  伸二 

会計管理者 森 美津子 

総務課長 梯  達司 

  

福祉課長 髙田 俊男 

  

  

企画政策課長 斉藤 秀樹 

税務課長 藤本  伸 
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健康推進課長 佐野 正洋 

社会教育課長 近藤 孝公 

住民課長 賀治 達也 

生活環境課長 東條 芳重 

建設課長 高木 律生 

経済産業課長 近藤 政春 

上下水道課長 森  隆幸 

保健センター所長 高田 和子 

 ５ 議事日程  

 （１）議事日程（第３号） 

第１  発議第１３号 藍住町議会会議規則の一部改正について 

第２  奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議 

第３  諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第４  議会運営委員会及び各委員会における所管事務等に関する閉会中の

継続調査申出書について 
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平成３０年藍住町議会第２回定例会会議録 

６月１９日 

午前１０時開議 

○議長（森彪君） おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 

 昨日、１８日午前７時５８分頃、大阪府で震度６弱の地震があり、４人が死亡さ

れ３３０人を超えるけが人がありました。 

 今朝も震度４の地震があるなど余震が続いています。 

 亡くなられた方への御冥福をお祈りすると同時に負傷された皆様の１日も早い御

回復をお祈り申し上げます。 

 

○議長（森彪君） 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

 監査委員から毎月実施した例月出納検査の結果について、議長あて報告書が提出

されておりますので、御報告いたしておきます。 

 

○議長（森彪君） これより、日程に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○議長（森彪君） 日程第１、発議第１３号「藍住町議会会議規則の一部改正につ

いて」を議題とします。事務局長に議案を朗読させます。 

 大塚事務局長。 

◎議会事務局長（大塚浩三君） （議案を朗読する） 

○議長（森彪君） 提出者であります佐野慶一君から提案理由の説明を求めます。 

佐野慶一君。 

〔１４番 佐野慶一君登壇〕 

●１４番議員（佐野慶一君） ただいま、議長から提案理由の説明を求められまし

たので、提案理由の説明をいたします。 

発議第１３号、「藍住町議会会議規則の一部改正について」は、議会における欠

席の届出の取扱いに関して、社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席届出につい

て、藍住町議会会議規則第２条に「議員が出産のため出席できないときは、日数を

定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。」という事項を新たに

規定するものであります。 
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以上、議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森彪君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○議長（森彪君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森彪君） これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔討論なし〕     

○議長（森彪君） 討論なしと認めます。 

○議長（森彪君） これから、発議第１３号「藍住町議会会議規則の一部改正につ

いて」を採決します。 

お諮りします。発議第１３号「藍住町議会会議規則の一部改正について｣は、原

案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（森彪君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第１３号「藍住町議会会議規則の一部改正について｣は、原案

のとおり可決されました。 

 

○議長（森彪君） 日程第２、「奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議」

を議題といたします。この動議は所定の賛成者がありますので成立しております。 

地方自治法第１１７条の議長及び議員の除斥に該当いたしますので、奥村晴明君

の除斥を求めます。 

〔奥村議員、退場をする〕 

○議長（森彪君） 提出者であります林茂君から説明を求めます。 

林茂君。 

〔１０番 林茂君登壇〕 

●１０番議員（林茂君） 議長から提出の理由を求められましたので、ただいまか

ら説明いたします。藍住町議会議長、森彪殿。提出者、藍住町議会議員、林茂。賛

成者、小川幸英議員、同、古川義夫議員、同、喜田修議員、同、西岡恵子議員であ

ります。奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議であります。 

次の理由により、藍住町議会会議規則第１４条の規定により提出します。理由、 

奥村晴明議長は、４月１５日午後７時頃、自分の乗用車で酒気帯び運転を行い板野

署の署員に摘発された。議長が逮捕されるという大きな問題で議会の信頼と品位を
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傷つけた。奥村晴明議長は１５日に摘発されて、新聞に報道されるまで、議会に報

告もなく隠し続けた責任は重大です。 

町議会は、２７日に臨時会を開き、奥村晴明議長が提出した議長辞職願を全会一

致で許可した。奥村晴明議員に対する議員辞職勧告の動議も提出され、全会一致で

可決した。議長は辞任したが、いまだ議員は辞職していません。新聞報道でも「議

長を辞任したので、当然町議も辞めるものとばかり思っていた。」「藍住町議会に

求められることは、議会改革よりまず議員の意識改革だと指摘された。」記者が話

を聞こうとすると「もう、かんまんでえ。」と逃れ、「幕引きを図ろうとしている

のか、反省しているようには感じられない。」と厳しい指摘がされました。 

議員辞職については「支持者と相談している。」と明言を避けてきましたが、町

民の間からは、議員を続けるべきだという声は聞かれません。 

この１か月間、奥村議員に対する辞職勧告を可決した臨時議会報告を配布し、多

くの町民の方から意見を伺いました。「議長が飲酒運転、議員にも職員にも示しが

つかんな。」「町長と議長は藍住町の２枚看板、議長が飲酒運転では、町の顔が丸

つぶれ。」「議員１人が悪ければ、議会全体が悪くなり、町民の信頼はなくなる。」

「議員が、かばい合うのは良くない。」「法律に違反したら、潔く議員を辞めるの

が当たり前だ。」「民間であればすぐ首になる。辞めんのは議員の特権か。」「議

員をしたかったら一度議員は辞めて、次の選挙に出たらいい。」「松茂町の議員は

飲酒運転で辞めた。藍住町は辞めんのはおかしい。」「国会もいい加減だ。せめて

藍住町議会は良識を示してほしい。」など厳しい批判が出されています。 

議員は町民から選ばれた代表です。町政の監視役としての役目を果たしていかな

ければならない立場にありながら、しかも議長に２度就任しており政治的、道義的

責任は免れることはできません。 

本当に心から町民の信頼を回復したいのであれば、少なくとも信頼を回復するま

での間は、自ら議員の身分を返上すること。再度、議員辞職を勧告するものです。 

議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 

●１２番議員（平石賢治君） 出しとんで。何回するん。 

○議長（森彪君） これから、「奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議」

の件について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

森志郎君。 

●１３番議員（森志郎君） ただいまの奥村議員に対する辞職勧告決議の提案に対
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し、質疑をいたします。 

去る４月１５日、奥村議員が酒気帯び運転により、板野警察署に摘発される事案

が発生いたしました。道路交通法を含む法令は、当然、遵守すべきものであり、我

々議員はその範を示す立場にあります。ましてや当時、奥村議員は議会を代表する

議長の立場であり、町議会の信頼を失墜させた行為は、誠に遺憾であり、許されな

いものであります。 

 このため、町議会として、去る４月２７日に臨時会を開き、議長辞職の許可と議

員辞職勧告決議を全会一致で可決したわけであります。奥村議員も、この議会の議

決を重く受け止めるとともに、出処進退は本人に委ねられたわけであります。 

しかし、本日、再度、議員辞職勧告が提出されました。先の臨時会の議決から、

ふた月を経てない状況で、なぜ、再度の辞職勧告を行わなければならないのか。 

町民の付託を受けた議員に、辞職勧告を突きつけるという行為は、重大な判断を

議会として行ったものと、私は認識しております。ましてや、全会一致、全議員の

総意でこれを行ったわけであり、状況に変化がない中で、かつ、短期間のうちに、

続けて提案されることに、私は非常に違和感を覚えております。 

ついては、なぜ、複数回にわたって議員辞職勧告を行うのか、また、臨時議会で

の決定をどのように考えているのか、提出者に答弁を求めます。 

○議長（森彪君） 提出者であります林茂君に答弁を求めます。 

林茂君。 

●１０番議員（林茂君） １つは、やはり臨時会で、全体で議決をした。このこと

は、非常に重大な議会での議決であります。しかもその後、奥村議員は、出処進退

については、何ら明言をしていない。先ほど私が、町民の声を紹介いたしました。

辞めなくていいという声は全然聞けませんでした。この点から再度、この議会に提

出をしました。以上です。 

○議長（森彪君） 森志郎君。 

●１３番議員（森志郎君） ただいまの答弁は、到底、納得できるものではありま

せん。議員は選挙によって有権者から権能を付託され、法律によってその任期が定

められております。その議員に対して、他の議員が辞職勧告するという行為は、非

常に重いものであり、重大な判断であります。そして、町議会としては、既にその

決定を行っているわけであります。 

誤解のないように申し上げるが、私は、この度の事案に対し、辞職勧告決議がお
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かしいとか、間違っていると言っているわけではありません。実際に、先の臨時会

では、私も決議に賛成しており、奥村議員はこれを重く受け止める必要があります。   

しかし、辞職勧告決議というものは、軽々に繰り返して行うものではありません。

辞職をしないから繰り返して勧告する、などというそんな単純な話で、勧告決議を

捉えてほしくない、そう申し上げているのであります。 

訴訟法の世界には「一事不再理」という言葉があります。もちろん、これが議会

議事に当てはまらないことは重々承知の上であります。 

しかし、先の臨時会によって、既に判断は、本人に委ねられている状態であるに

もかかわらず、再度提起するということは、先の臨時会の議決は一体何だったのか、

と言わざるを得ません。 

更には、勧告を繰り返す、濫用することで、逆に、勧告そのものの重さを失わせ

る、そういった懸念さえ生じるのであります。 

今回の摘発事案に対しては、冒頭、申し上げたとおり、遺憾であり、許されない

ものであります。ただ、私の意思表明は、先の臨時会の採決において行っておりま

す。議会が一度議決したとはどういうものなのか、十分考えを巡らせていただきた

いということを申し上げ、私の質疑を終わります。 

○議長（森彪君） 小川幸英君。 

●９番議員（小川幸英君） 林議員に御質問いたします。全国でこういう不信任議

案を何回も出したという例はあるのでしょうか。 

○議長（森彪君） 林茂君。 

●１０番議員（林茂君） 全国で議員の不祥事が起こっております。この件につい

ては、度々マスコミでも取り上げられました。原則としては、全会一致で議決した

らその結果どうであったかということが検証されなければならない。その検証結果

を見て、再度それが実行されていなかったら次の議会に出すというのは、当然議員

の権利がありますし、町民の声であります。少し調べてください。今１０回出され

ている市もあります。以上です。 

○議長（森彪君） 佐野慶一君。 

●１４番議員（佐野慶一君） ただいまの森議員から「辞職勧告決議案を軽々に何

度も行うことでない。」私もそのとおりだと思います。ただ、私はそれ以前に１点

確認をしておきたいことがあります。林議員から提出された奥村議員への再度、議

員辞職勧告動議の中に議長が逮捕されるという大きな問題と書かれております。今
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提案理由の説明の中で、演壇でも口頭で言っておられました。私が聞いておるとこ

ろでは、逮捕されていないと聞いております。逮捕というのは、身体を強制的に拘

束し、拘留すること。強制的というのは、手錠を掛けて、腰紐を付けられて、留置

場に留め置くことを言うのです。これ大変なことですよ。逮捕と検挙の違いは。逮

捕されたと書かれておる。あの、これ奥村議員に入場してもらって、事実か事実で

ないか確認してもらえますか。議長。 

○議長（森彪君） 今、佐野慶一君から聞いてくれということですので、奥村晴明

君の入場を許可いたします。 

〔奥村議員、入場する〕 

○議長（森彪君） 奥村晴明君にお尋ねをいたします。佐野慶一君から今問題にな

っております動議の取り扱いについて、この中で、逮捕ということが書かれている

わけですが、その当時、逮捕されましたか。答弁をお願いします。 

●１１番議員（奥村晴明君） この度は、私の酒気帯び運転によりまして、支持者

の皆さん、町民、そして議会の皆さんに大きな迷惑をお掛けしましたことをこの場

で再度深くおわび申し上げたいと思います。 

 議長から、言われました逮捕ということでございますけれど、４月１５日の７時

頃、警察の車に呼び止められましてアルコールの検知をいたしました。数値が少し

基準より上がっているということで、赤切符をきられました。その後は、「知り合

いの方か、もしくは代行運転の車を呼んで帰宅してください。」ということでござ

いまして逮捕とは身柄を拘束されるのが逮捕だとそう思っているのですが、私自身

はそういう認識は持っておりません。以上です。 

○議長（森彪君） はい、分かりました。奥村晴明君の除斥を求めます。 

〔奥村議員、退場をする〕 

○議長（森彪君） 佐野慶一君。 

●１４番議員（佐野慶一君） 理由の中で「議長が逮捕されたという大きな問題で」

と２行目、３行目に書かれております。演壇でも発言しました。 

今、奥村議員から回答を得ましたけれども逮捕されてないということです。なぜ、

この動議の理由の中に、逮捕という言葉が記載されたのか、なおかつ演壇でも発言

されました。先の臨時会では、逮捕という言葉は一切使われておりませんでした。    

しかし、今回は逮捕という言葉を使われております。これは、意図的に事実に反

する逮捕という言葉を使ったと、そう言わざるを得ません。意識的にしたのでない
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かと。もちろん、奥村議員の道路交通違反は許されないことであり、私も遺憾であ

ると思っております。議会としても、先の臨時会において全会一致で辞職勧告議案

を可決しております。しかしながら、議員を辞職しないからといって、再度辞職勧

告を動議する、しかも事実と違う逮捕という言葉を使って議論をあおるような行為

は、到底許されないことであります。これは、奥村議員を個人的に攻撃しようとす

る悪意すら感じます。 

 ここに林茂の宅急便というチラシがあります。これ議長、皆さんに配ってもらえ

ますか。コピーしてあるので。お願いします。 

○議長（森彪君） 小休します。 

                          午前１０時２５分小休 

 

〔小休中にチラシ配布〕 

 

                           午前１０時２８分再開 

○議長（森彪君） 小休前に引き続き、会議を再開します。 

●１４番議員（佐野慶一君） 今、林茂の宅急便というチラシが皆さんのお手元に

配布されましたけれど、このチラシの表も裏も奥村議員に対する非難攻撃の一色で

あります。徳島新聞社が承諾しているかどうか知りませんが、徳島新聞の記事もそ

のままコピーされております。これが、町内の各家庭に配布されております。この

チラシの中で小川議員の辞職勧告決議案に対する賛成討論、要旨という記載がされ

ております。ここに、小川議員の４月２７日臨時会における賛成討論の抜粋がここ

に書かれております。その中に、「議長が逮捕されてという大きな問題で信頼と品

位を傷つけた。」とあります。これは、どういうことかと思い会議録を調べたので

すが、小川議員は、この逮捕という言葉は一切使っておりません。議事録で確認い

たしました。なぜ、小川議員の使っていない言葉を林茂の宅急便にあたかも発言し

たように記載し、しかも各家庭に配られております。これは、奥村議員を陥れるた

めの悪意でしたんちがう。どうですか。 

私も奥村議員の今回の事案、真摯に反省を求めます。しかし、林議員の虚偽の情

報を流すという処方には憤りすら感じます。ここまでする必要はあるのか。 

林議員、あなたこそ議員として品格を問われるのでないですか。奥村議員に対す

る人権侵害及び名誉毀損に当たると思うんですけど。まあ、このチラシについては、
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場外の話なので辞職勧告の話に戻しますが、繰り返しになりますが、この動議に事

実に反する逮捕という言葉を書いて、議員の皆さんの賛同をあおっております。こ

ういう議案で審議せえとは、とても無理。審議できません。どうですか、林議員。

答弁をお願いします。 

○議長（森彪君） 林茂君。 

●１０番議員（林茂君） いろいろ言われました。一般的には、警察に呼び止めら

れて捕まることを逮捕と言うのです。 

●１４番議員（佐野慶一君） ふざけるな。ほんなんどこにあるん。ほんな、あほ

げたこと。これが答弁。議長。 

○議長（森彪君） 佐野慶一君。 

●１４番議員（佐野慶一君） もってのほかじゃ。懲罰に値するような発言じゃ。 

どういうことですか。ほな、あの一時停止、シートベルト、信号無視、みなこれ止

められて切符きられたら逮捕ですか。懲罰に値するよ。 

○議長（森彪君） 今、議論をされておりますが、奥村晴明君に対する辞職勧告動

議の中に議長が逮捕されるという文言が入っております。このまま議決するわけに

はいきませんので、議会運営委員会の中で、もう一度議論をしていただきたいと思

います。小休いたします。 

                          午前１０時３２分小休 

 

〔小休中に議会運営委員会開催〕 

 

                             午後１時９分再開 

○議長（森彪君） 小休前に引き続き、会議を再開します。 

林議員に奥村議員に対する再度、議員辞職勧告動議についての謝罪を求めます。 

 林茂君。 

〔１０番 林茂君登壇〕 

●１０番議員（林茂君） それでは、謝罪文について発言をさせていただきます。 

 今議会で、奥村晴明議員に対する議員辞職勧告の動議を提出しました。その提案

の中で、「議長が逮捕されるという大きな問題で議会の信頼と品位を傷つけた。」

と文言を記載しました。奥村晴明議長逮捕の記載は、議会の中でも間違いだと厳し

く指摘されました。御指摘のとおり、この逮捕という文言は、事実に反していまし
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た。今後このようなことがないようにいたします。議会と議員、理事者の皆様には

貴重な時間を費やしましたことを心からお詫びをいたします。奥村議員に対しては

逮捕されるという文言の記載は、奥村議員の名誉に関わる重大なことであり不適切

な文言を使ったことに対して心からお詫び申し上げます。 

 今回、奥村議員に対する議員辞職勧告の動議を提出しましたが、以上のような間

違いがありましたので深くお詫び申し上げ提出を取下げいたします。 

○議長（森彪君） 平成３０年６月５日、林茂君から提出された「奥村晴明議員に

対する再度、議員辞職勧告動議」について、撤回したいとの申出がありました。    

「奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議撤回の件」を日程に追加し、追

加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（森彪君） 異議なしと認めます。 

「奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議撤回の件」を日程に追加し、追

加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、「奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議撤回の件」を議

題にします。林茂君から「奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議撤回」の

理由の説明を求めます。 

林茂君。 

●１０番議員（林茂君） 議長からの指摘がありましたように今回の辞職勧告動議

の提出は取下げをいたします。以上です。 

○議長（森彪君）お諮りします。ただいま議題となっています「奥村晴明議員に対

する再度、議員辞職勧告動議撤回の件」を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（森彪君） 異議なしと認めます。 

したがって、「奥村晴明議員に対する再度、議員辞職勧告動議撤回の件」を許可

することに決定しました。 

○議長（森彪君） 奥村晴明君の入場を許可します。 

〔奥村議員、入場する〕 
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○議長（森彪君） 日程第３、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」

を議題といたします。 

お諮りいたします。本件はお手元にお配りいたしました意見のとおり、天谷法祐

適任であるとの答申をいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

 〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（森彪君） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」は、お手元にお

配りいたしました意見のとおり答申することに決定いたしました。 

 

○議長（森彪君） 日程第４、最後に、「委員会の閉会中の継続調査の件」を議題

とします。 

 各委員長から、目下、委員会において調査中の事件について、会議規則第７５条

の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出が

あります。 

 お諮りします。委員長から申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ありませんか。 

〔｢異議なし｣の声あり〕 

○議長（森彪君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

しました。 

 

○議長（森彪君） ここで、議会閉会前の御挨拶を髙橋町長からお願いいたしま

す。 

 髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ６月議会閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げたいと

思います。去る５日の開会から、本日までの１５日間にわたり御審議いただきまし

たことに厚くお礼を申し上げます。 

また、この間、一般質問等におきまして、議員各位から、高齢者対策を始めとす
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る福祉や教育問題、ふるさと納税、商工業や防災、住環境問題など、幅広い分野に

おいて、貴重な御意見、御提言を賜りましたこと、重ねてお礼を申し上げます。 

 今後も、議会を始め町民の皆様の御理解を頂きながら住民福祉の向上のため行政

の執行に努めてまいりたいと存じますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

なお、この後、総合文化ホール特別委員会では、建築現場の視察を行っていただ

くこととしております。また、全員協議会では、幼稚園及び小学校の給食業務の民

間委託について御説明を申し上げる予定としておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

これから本格的な夏を迎えてまいります。どうか御自愛をいただきますよう、お

願い申し上げますとともに、皆様の御健勝をお祈りいたしまして、閉会の挨拶とい

たします。ありがとうございました。 

 

○議長（森彪君） 以上で、本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。 

 議員、理事者各位におかれましては、御協力、誠にありがとうございました。こ

れをもちまして、平成３０年第２回藍住町議会定例会を閉会いたします。 

                                                  午後１時１９分閉会 
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